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名古屋市告示第34号 

 

   逸走等をした場合にあってもその所有者の確認が容易であると市 

長が定める特定動物 

 

 特定動物の飼養又は保管の方法の細目（平成18年環境省告示第22号）第 2条

第 1項第 1号へ、同項第 2号へ及び同項第 3号ホの規定に基づき、逸走等をし

た場合にあってもその所有者の確認が容易である特定動物を次のように定め、

平成26年 2月 1日から施行します。 

 併せて、従前の逸走等をした場合であっても所有者の確認が容易であると市

長が定める動物（平成18年名古屋市告示第 264号）は廃止します。 

 

平成26年 1月27日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

  

次の各号のいずれかに該当する特定動物であって、動物園その他これに類する

施設において展示されることにより一般に公開されているもの 

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律施行令（昭和50年政令第 107号）別表 

ひと科の項（ゴリルラ属（ゴリラ属）全種に限る。）、ねこ科の項（ア 

キノニュクス・ユバトゥス（チーター）、パンテラ属（ヒョウ属）全種、 

プマ属（ピューマ属）のうちプマ・コンコロル（ピューマ）及びウンキ 

ア・ウンキア（ユキヒョウ）に限る。) 、ぞう科の項、さい科の項及び 

かば科の項からうし科の項までに規定する種（亜種を含む。）に属する 

特定動物 

(2) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4年法律 

第75号）第 4条第 2項に定める希少野生動植物種（前号に掲げるものを 

除く。 ） 

 

名古屋市健康福祉局健康部食品衛生課 
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名古屋市告示第35号 

 

   指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第75条第 2項及び第 115条の 5第 2項

の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者から

事業所を廃止する旨の届出がありました。 

 

  平成26年 1月27日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理

年月日 

サービスの種類 

株式会社ワー

クシステムサ

ービス 

愛知さわやか

ケアセンター

名古屋市守山区

西新10番21号 

平成24年

4月23日

訪問介護 

介護予防訪問介護

セントスタッ

フ株式会社 

セントスタッ

フ訪問介護事

業所 

名古屋市中区錦

三丁目23番31号

平成24年

5月24日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社友 ヘルパーステ

ーション「友

」 

名古屋市中村区

靖国町 1丁目90

番地 

平成24年

5月24日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社想 訪問介護サー

ビスセンター

想 

名古屋市西区児

玉二丁目26番23

号 

平成24年

5月28日

訪問介護 

介護予防訪問介護

中部ユーエス

有限会社 

ヘルパーステ

ーションはー

もにー守山 

名古屋市守山区

竜泉寺一丁目 

919番地 

平成24年

5月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護
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株式会社ライ

フオブイーズ

訪問介護事業

所イーズ 

名古屋市中村区

宿跡町 2丁目82

番地 

平成24年

6月22日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ジョ

インライフそ

よ風 

ジョインライ

フそよ風介護

サービス中村

名古屋市中村区

鳥居通 5丁目30

番地の 1 

平成24年

 6月22日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社介護

支援ステーシ

ョン星ヶ丘 

介護支援ステ

ーション緑 

名古屋市緑区太

子三丁目42番地

の 2 

平成24年

6月27日

訪問介護 

介護予防訪問介護

医療法人悠山

会 

ファミリア滝

川訪問介護事

業所 

名古屋市昭和区

滝川町91番地の

1 

平成24年

6月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社フォ

レスト 

ナイトフォレ

ストケアステ

ーション 

名古屋市中区千

代田二丁目15番

4号 

平成24年

 7月 9日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社流行

発信ホールデ

ィングス 

なないろ介護 名古屋市中区新

栄一丁目 6番15

号 

平成24年

7月25日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社メッ

ドインフォマ

ティクス 

アープケアス

テーション 

名古屋市中村区

畑江通 9丁目24

番地の 1 

平成24年

7月25日

訪問介護 

介護予防訪問介護

パーソナルケ

アサポート株

式会社 

パーソナルケ

アステーショ

ン桜山 

名古屋市瑞穂区

亀城町 5丁目38

番地 

平成24年

8月 7日

訪問介護 

介護予防訪問介護

医療法人愛希

会 

ヘルパーステ

ーションマリ

ン 

名古屋市名東区

梅森坂三丁目 

5201番地 

平成24年

 8月20日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ＳＨ

Ｅ 

ヘルパーステ

ーションべん

てん 

名古屋市西区上

名古屋二丁目 1

番 7号 

平成24年

8月31日

訪問介護 

介護予防訪問介護
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中部ひかり二

十四介護セン

ター有限会社

ひかり介護 名古屋市守山区

大森二丁目1413

番地 

平成24年

9月20日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社一福 ヘルパーステ

ーションふく

ろう 

名古屋市北区芦

辺町 3丁目 8番

地の 2 

平成24年

9月28日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社オリ

ジナルプラン

ふれ愛なかむ

ら 

名古屋市中村区

羽衣町 6番地 

平成24年

 9月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社Ｂｅ

ａｎｓ 

訪問介護事業

所けあびーん

ず 

名古屋市東区葵

二丁目 3番 5号

平成24年

10月15日

訪問介護 

介護予防訪問介護

一般社団法人

シニアらいふ

サポートセン

ター 

訪問介護ステ

ーションシニ

アらいふサポ

ート 

名古屋市天白区

菅田二丁目1610

番地 

平成24年

10月26日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ベス

トライフ 

ベストライフ

名古屋大高訪

問介護事業所

名古屋市緑区大

高町字南休山 2

番地の16 

平成24年

10月31日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社キャ

ッツ訪問介護

センター 

キャッツ訪問

介護センター

名古屋市港区当

知三丁目2902番

地 

平成24年

10月31日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社スリ

ーシー 

訪問介護事業

所ふれあい 

名古屋市西区香

呑町 3丁目28番

地 

平成24年

11月 5日

訪問介護 

介護予防訪問介護

合同会社ベル

・エポック 

介護ステーシ

ョンわくわく

名古屋市東区矢

田二丁目 1番37

号 

平成24年

11月 5日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社Ｈｏ

ｔ Ｈａｎｄ

ホットアイ 名古屋市港区品

川町 2丁目 1番

地の94 

平成24年

11月 7日

訪問介護 

介護予防訪問介護
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合同会社アク

セルマネジメ

ント 

ケアステーシ

ョンすこやか

名古屋市北区大

曽根四丁目 9番

33号 

平成24年

12月 7日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社楽園

ハウス 

居宅介護ステ

ーション南陽

の里 

名古屋市港区七

反野一丁目1910

番地 

平成24年

12月13日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社トラ

イエンス 

なもなもの訪

問介護 

名古屋市中区錦

三丁目13番 5号

平成24年

12月26日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ワー

クスジャパン

介護センター

花の木 

名古屋市西区花

の木一丁目 1番

17号 

平成24年

12月27日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ぬく

もあ 

八田よろづ訪

問介護 

名古屋市中村区

横井二丁目 141

番地の 1 

平成25年

1月16日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社シル

バーステーシ

ョン 

シルバーステ

ーション訪問

介護事業所 

名古屋市中川区

富永三丁目49番

地 

平成25年

1月17日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社セラ

ム 

けあらーず守

山指定訪問介

護事業所 

名古屋市守山区

大字中志段味字

湿ケ2015番地 

平成25年

1月23日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社みつ

ば 

みつば訪問介

護ステーショ

ン 

名古屋市中区錦

三丁目 2番32号

平成25年

1月31日

訪問介護 

介護予防訪問介護

ミサワホーム

東海株式会社

ヘルパーステ

ーション小幡

緑地館 

名古屋市守山区

緑ヶ丘 107番地

平成25年

2月26日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社丸一

技研 

訪問介護事業

所ライフメイ

ト 

名古屋市名東区

藤が丘32番地 

平成25年

3月21日

訪問介護 

介護予防訪問介護

特定非営利活 七色の風 名古屋市中村区 平成25年 訪問介護 

7



動法人あたた

かい心 

鳥居通 5丁目 1

番地 

4月12日 介護予防訪問介護

株式会社ＬＩ

ＮＫＡＧＥ 

ヘルパーステ

ーションジュ

ン 

名古屋市中区金

山三丁目 5番23

号 

平成25年

4月23日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社オフ

ィスたんば 

あじさいヘル

パーサービス

中川 

名古屋市中川区

長良町 3丁目 7

番地の 4 

平成25年 

4月26日 

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社シュ

クリア 

訪問介護ステ

ーションハー

ツ 

名古屋市天白区

高坂町87番地 

平成25年

4月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

ケアセンター

さくらんぼ有

限会社 

ケアセンター

さくらんぼ 

名古屋市南区白

雲町 115番地の

1 

平成25年

5月20日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社マル

イ 

ヘルパーステ

ーションパン

ダの宝物 

名古屋市南区明

治一丁目14番53

号 

平成25年

5月28日

訪問介護 

介護予防訪問介護

合同会社介護

サポートあい

ち 

介護サポート

あいち 

名古屋市中区丸

の内三丁目19番

6号 

平成25年

5月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社加藤

石材 

ヘルパーステ

ーションスミ

カ 

名古屋市天白区

植田西三丁目 

810番地 

平成25年

5月31日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社Ｓｍ

ｉｌｅ 

訪問介護事業

所エスペラン

サ 

名古屋市中区松

原一丁目 6番27

号 

平成25年

6月17日

訪問介護 

介護予防訪問介護

Ｕ．Ｓ．Ａ 

Ｓｅｌｅｃｔ

Ｄｅｖｅｌｏ

ｐｍｅｎｔ株

遊和ヘルパー

ステーション

名古屋市緑区亀

が洞三丁目1408

番地 

平成25年

6月21日

訪問介護 

介護予防訪問介護
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式会社 

株式会社ダブ

ルエイチオー

訪問介護ステ

ーション百ね

ん庵 

名古屋市北区楠

味鋺三丁目2341

番地 

平成25年

7月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社タイ

ヘイ名古屋 

ケアサポート

タイヘイ名古

屋 

名古屋市名東区

極楽四丁目1303

番地 

平成25年

7月22日

訪問介護 

介護予防訪問介護

合同会社林 ケアセンター

モモ 

名古屋市名東区

平和が丘四丁目

281番地 

平成25年

7月26日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社健や

か 

訪問介護事業

所健やか 

名古屋市瑞穂区

白羽根町 2丁目

12番地の 2 

平成25年

7月29日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ダイ

エイハービス

きららファミ

リーサポート

サービス 

名古屋市中区錦

一丁目20番19号

平成25年

7月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社長谷

川工業 

ヘルパーステ

ーション和の

こころ 

名古屋市中川区

高畑五丁目63番

地の 1 

平成25年

7月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社月光

社 

ケアサポート

晴れるや 

名古屋市東区泉

一丁目 4番27号

平成25年

8月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

親愛福祉サー

ビス合同会社

ヘルパーステ

ーション親愛

名古屋市天白区

植田東三丁目 

201番地 

平成25年

8月 5日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社マエ マエホ介護サ 名古屋市名東区 平成25年 訪問介護 
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ホ ービス 望が丘 308番地 8月 7日 介護予防訪問介護

有限会社米野

看護婦家政婦

紹介所 

米野訪問介護

サービス 

名古屋市中村区

太閤二丁目 3番

2号 

平成25年

8月 9日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ロッ

クオン 

広瀬内科ヘル

パーステーシ

ョン 

名古屋市緑区鎌

倉台一丁目 714

番地 

平成25年

8月19日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社はる はるケアサー

ビス 

名古屋市中川区

上流町 2丁目 6

番地 

平成25年

9月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社ベス

ト・プラン･

ドゥ 

有限会社ベス

ト・プラン・

ドゥ 

名古屋市中川区

外新町 3丁目 6

番地 

平成25年

10月15日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社フォ

ーシーズン 

四季の風訪問

介護事業所 

名古屋市東区白

壁一丁目45番地

平成25年

10月31日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社フル

ショウ 

あけぼの名東 名古屋市名東区

名東本通 3丁目

49番地 

平成25年

11月28日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社キタ

ムラケアサー

ビス 

さくら・介護

ステーション

にょい 

名古屋市北区如

来町23番地 

平成25年

12月 4日

訪問介護 

介護予防訪問介護

特定非営利活

動法人藤森福

祉会 

藤森訪問介護

事業所 

名古屋市名東区

藤森西町1723番

地 

平成25年

12月 4日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ぬく

もあ 

いろはよろづ

訪問介護 

名古屋市港区築

盛町 106番地の

1 

平成25年

12月 6日 

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社太陽 訪問介護事業

所たいよう 

名古屋市中村区

則武二丁目28番

5号 

平成25年

12月10日

訪問介護 

介護予防訪問介護
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株式会社文栄 名古屋訪問介

護事業所 

名古屋市昭和区

滝子町2903番地

の 1 

平成25年

12月16日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ケア

コンシェルジ

ュ 

ヘルパーステ

ーションふぉ

とりえ 

名古屋市中川区

葉池町 2丁目 6

番地 

平成25年

12月17日

訪問介護 

介護予防訪問介護

アースサポー

ト株式会社 

アースサポー

ト名古屋港 

名古屋市港区港

楽三丁目 4番 8

号 

平成25年

4月26日

訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴

介護 

株式会社ハル

ス 

はるす訪問入

浴サービス 

名古屋市守山区

西川原町50番地

平成25年

5月10日

訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴

介護 

株式会社ワー

クシステムサ

ービス 

愛知さわやか

ケアセンター

訪問看護ステ

ーション 

名古屋市守山区

西新10番21号 

平成24年

4月23日

訪問看護 

介護予防訪問看護

医療法人明聖

会 

明聖也有訪問

看護ステーシ

ョン 

名古屋市中川区

土野町61番地 

平成24年

6月29日

訪問看護 

介護予防訪問看護

株式会社ケア

２１ 

ケア２１訪問

看護ステーシ

ョンぴ～す名

西 

名古屋市中村区

鳥居通 4丁目 9

番地 

平成24年

8月23日

訪問看護 

介護予防訪問看護

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養

管理指導 

株式会社イー

ビーエーサー

ビス 

ナーシングサ

ポート 

名古屋市千種区

内山三丁目31番

18号 

平成24年

10月11日 

訪問看護 

介護予防訪問看護

医療法人充生

会 

フルライフ瑞

穂訪問看護ス

テーション 

名古屋市瑞穂区

白砂町 1丁目19

番地 

平成24年

11月19日

訪問看護 

介護予防訪問看護
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ケアプランコ

マ株式会社 

こま訪問看護

ステーション

名古屋市昭和区

山手通 5丁目 2

番地の 5 

平成24年

12月28日

訪問看護 

介護予防訪問看護

合同会社スマ

イル 

訪問看護ステ

ーションスマ

イル 

名古屋市港区正

徳町 1丁目19番

地 

平成25年

2月13日

訪問看護 

介護予防訪問看護

株式会社みつ

ば 

みつば訪問看

護ステーショ

ン 

名古屋市中区錦

三丁目 2番32号

平成25年

2月28日

訪問看護 

介護予防訪問看護

医療法人吉祥

会 

合歓の木訪問

看護ステーシ

ョン 

名古屋市中川区

下之一色町字中

ノ切56番地 

平成25年

7月31日

訪問看護 

介護予防訪問看護

有限会社マザ

ーズ 

訪問看護マザ

ーズ 

名古屋市中村区

則武一丁目24番

21号 

平成25年

8月12日

訪問看護 

介護予防訪問看護

株式会社日本

メディカルケ

アサービス 

にじのさと訪

問看護ステー

ション野並 

名古屋市天白区

野並三丁目 197

番地 

平成25年

10月29日

訪問看護 

介護予防訪問看護

医療法人杉山

会 

医療法人杉山

会訪問看護ス

テーション上

社 

名古屋市名東区

社台三丁目19番

地の 1 

平成25年

11月18日

訪問看護 

介護予防訪問看護

医療法人愛希

会 

前田医院 名古屋市名東区

梅森坂三丁目 

5201番地 

平成25年

6月 7日

訪問リハビリテー

ション 

介護予防訪問リハ

ビリテーション 

株式会社ジョ

インライフそ

よ風 

ジョインライ

フそよ風デイ

サービスセン

ター新道 

名古屋市西区新

道一丁目 9番 3

号 

平成24年

6月22日

通所介護 

介護予防通所介護
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特定非営利活

動法人すけっ

とファミリー

リフレ陽明 名古屋市瑞穂区

田辺通 3丁目40

番地の 2 

平成24年

10月10日

通所介護 

介護予防通所介護

有限会社パル 通所介護いき

いきクラブ 

名古屋市名東区

香流二丁目1015

番地 

平成24年

10月30日

通所介護 

介護予防通所介護

特定非営利活

動法人介護サ

ービスさくら

よってたも～

れ八事 

名古屋市天白区

弥生が岡 217番

地 

平成24年

12月13日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社ワー

クスジャパン

デイサービス

センター花の

木 

名古屋市西区菊

井一丁目11番10

号 

平成24年

12月27日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社ワー

クスジャパン

デイサロン花

の木すいせん

名古屋市西区押

切二丁目 1番30

号 

平成24年

12月27日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社セラ

ム 

けあらーず守

山指定通所介

護事業所 

名古屋市守山区

大字中志段味字

湿ケ2015番地 

平成25年

1月23日

通所介護 

介護予防通所介護

ミサワホーム

東海株式会社

デイサービス

小幡緑地館 

名古屋市守山区

緑ヶ丘 107番地 

平成25年

2月26日

通所介護 

介護予防通所介護

特定非営利活

動法人介護サ

ービスさくら

よってたも～

れ愛悠家 

名古屋市熱田区

大宝四丁目 9番

20号 

平成25年

2月28日

通所介護 

介護予防通所介護

医療法人並木

会 

デイサービス

センター平針

なみき 

名古屋市天白区

荒池二丁目1101

番地 

平成25年

3月18日

通所介護 

介護予防通所介護

有限会社フロ

ムハート 

デイサービス

のんびり 

名古屋市南区豊

一丁目 3番 8号

平成25年

3月22日

通所介護 

介護予防通所介護

ベルリオ有限

会社 

リハビリデイ

サービスＲｉ

名古屋市中区錦

一丁目 6番33号

平成25年

3月28日

通所介護 

介護予防通所介護
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ｎｇｌｅⅡ 

株式会社メッ

ドインフォマ

ティクス 

アープ・デイ

サービス 

名古屋市中村区

畑江通 9丁目24

番地の 1 

平成25年

3月29日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社ぬく

もあ 

アクリハ八田 名古屋市中村区

横井二丁目 141

番地の 1 

平成25年

4月16日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社フォ

レストノート

デイサロンご

かん牧の里 

名古屋市名東区

牧の里一丁目 

108番地 

平成25年

5月24日

通所介護 

介護予防通所介護

有限会社やま

ぶき 

やまぶき 名古屋市西区花

の木二丁目 7番

16号 

平成25年

5月27日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社テッ

ク設備・企画

デイサービス

センターオア

シス 

名古屋市天白区

原三丁目 305番

地 

平成25年

6月27日

通所介護 

介護予防通所介護

東海ホスピタ

リティー株式

会社 

デイサービス

センターふれ

あい 

名古屋市緑区姥

子山三丁目 303

番地 

平成25年

7月 9日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社穏 でいさーびす

まったり 

名古屋市南区明

治一丁目21番 4

号 

平成25年

7月16日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社アク

ト 

ＧＥＮＫＩＮ

ＥＸＴ庄内緑

地公園 

名古屋市西区坂

井戸町 219番地 

平成25年

9月 6日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社アク

ト 

ＧＥＮＫＩＮ

ＥＸＴ名古屋

原 

名古屋市天白区

原一丁目1410番

地 

平成25年

9月 6日

通所介護 

介護予防通所介護

合同会社ライ

ブケア 

デイサービス

センターやっ

名古屋市昭和区

戸田町 3丁目10

平成25年

9月20日

通所介護 

介護予防通所介護
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とかめ 番地 

株式会社ニチ

イ学館 

ニチイケアセ

ンターなるこ

名古屋市緑区鳴

子町 1丁目80番

地の 1 

平成25年

9月30日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社ニチ

イ学館 

ニチイケアセ

ンター吹上 

名古屋市千種区

千種通 5丁目 8

番地 

平成25年

9月30日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社ソー

シャル・クリ

エイティング

・コーポレー

ション 

コミュニティ

ーサロン～憩

～ＳＣＣ水草

町 

名古屋市北区水

草町 1丁目 9番

地 

平成25年

11月25日

通所介護 

介護予防通所介護

有限会社Ｃ＆

Ｄ 

望デイサービ

ス 

名古屋市緑区桶

狭間神明1701番

地 

平成25年

11月27日

通所介護 

介護予防通所介護

有限会社寿商

店 

デイサービス

キリン中村 

名古屋市中村区

小鴨町66番地 

平成25年

12月13日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社ケア

ネット・ジャ

パン 

ケアネットホ

ーム尾頭橋シ

ョートステイ

名古屋市中川区

尾頭橋三丁目15

番13号 

平成25年

3月28日

短期入所生活介護

介護予防短期入所

生活介護 

有限会社リン

クス 

リンクス 名古屋市名東区

平和が丘二丁目 

235番地 

平成24年 

6月27日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社ナチ

ュラルサービ

ス 

ナチュラルサ

ービス 

名古屋市名東区

引山二丁目 406

番地 

平成24年

6月28日

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

株式会社ニチ ニチイケアセ 名古屋市千種区 平成24年 福祉用具貸与 
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イ学館 ンター中部 春岡一丁目 1番 

5号 

8月28日 介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社矢木

楽器店 

ウェルケア中

川 

名古屋市中川区

万場五丁目 818

番地 

平成24年 

8月31日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社アネ

シス 

さくらケアサ

ービス福祉用

具貸与事業所

名古屋市天白区

久方二丁目34番

地の 1 

平成24年

9月12日

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社ハー

デン 

ハーデン福祉

用具ハウス 

名古屋市天白区

原三丁目1007番

地 

平成24年 

10月 5日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社ひか

り 

福祉用具のか

なで 

名古屋市中区丸

の内二丁目17番 

4号 

平成24年 

10月31日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

特定非営利活 介護サービス 名古屋市名東区 平成24年 福祉用具貸与 
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動法人介護サ

ービスさくら

さくら福祉用

具部 

西山本通 2丁目

23番地 

12月13日 介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

有限会社もら

いぼし 

もらいぼし指

定福祉用具貸

与事業所 

名古屋市中村区

名駅南五丁目 1

番 6号 

平成25年 

1月22日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社ハー

トウェル 

株式会社ハー

トウェル名古

屋店 

名古屋市北区大

杉町 4丁目62番

地 

平成25年

2月19日

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

一般社団法人

シニアらいふ

サポートセン

ター 

シニアらいふ

サポートセン

ター福祉用具

事業部 

名古屋市中区錦

三丁目23番31号 

平成25年 

3月 5日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社アイ

セル福祉用品

サービス 

アイセル福祉

用品サービス

名古屋市南区明

治二丁目32番14

号 

平成25年 

3月13日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社名古 株式会社名古 名古屋市千種区 平成25年 福祉用具貸与 
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屋医理科商会 屋医理科商会 谷口町 5番30号 3月21日 介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社セン

トラルクリー

ンズ 

セントラルサ

ポート 

名古屋市緑区四

本木 567番地 

平成25年 

3月28日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社ＬＩ

ＮＫＡＧＥ 

ＬＩＮＫＡＧ

Ｅ 

名古屋市中区金

山三丁目 5番23

号 

平成25年

9月17日

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社はる ケア・ハート

はる 

名古屋市中川区

上流町 2丁目 6

番地 

平成25年 

9月30日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

株式会社晋昭

開発 

ウェル弁天 名古屋市西区上

名古屋二丁目 1

番 7号 

平成25年 

10月31日 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

イオンリテー イオン薬局熱 名古屋市熱田区 平成24年 特定福祉用具販売
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ル株式会社 田店 六野一丁目 2番

11号 

9月26日 特定介護予防福祉

用具販売 

有限会社アネ

シス 

有限会社アネ

シス 

名古屋市西区名

西二丁目12番 2

号 

平成24年 

10月19日 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

有限会社山創 有限会社山創 名古屋市瑞穂区

白砂町 4丁目 

106番地 

平成25年 

6月28日 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

 

2 指定居宅サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理

年月日 

サービスの種類 

株式会社Ｈｕ

ｍａｎ ｔｏ

ｕｃｈ 

こころの家 名古屋市瑞穂区

玉水町 2丁目64

番地の 3 

平成24年

12月19日

通所介護 

株式会社セブ

ングロース 

縁屋豊田本町 名古屋市南区内

田橋二丁目20番 

6号 

平成25年

6月 4日 

通所介護 

医療法人衆済

会 

ますこ通所リ

ハビリテーシ

ョンセンター

名古屋市中村区

竹橋町35番28号 

平成24年 

7月24日 

通所リハビリテー

ション 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第36号 

 

   指定居宅介護支援事業者の廃止 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第82条第 2項の規定により、指定居宅

介護支援事業者から事業所を廃止する旨の届出がありました。 

 

  平成26年 1月27日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理

年月日 

サービスの種類 

株式会社ワー

クシステムサ

ービス 

愛知さわやか

ケアセンター

名古屋市守山区

西新10番21号 

平成24年

4月23日

居宅介護支援 

中部ユーエス

有限会社 

ひなた居宅介

護支援事業所

名古屋市守山区

竜泉寺一丁目 

919番地 

平成24年

5月30日

居宅介護支援 

有限会社ヘル

パーサービス

金澤 

ヘルパーサー

ビス金澤居宅

介護支援事業

所 

名古屋市中村区

烏森町 4丁目71

番地 

平成24年

6月 8日

居宅介護支援 

有限会社マエ

ホ 

ほだかケアプ

ランセンター

名古屋市名東区

小井掘町 401番

地の 2 

平成24年

6月21日

居宅介護支援 

株式会社ジョ

インライフそ

よ風 

ジョインライ

フそよ風指定

居宅支援中村

名古屋市中村区

鳥居通 5丁目30

番地の 1 

平成24年

6月22日

居宅介護支援 

株式会社ひか 楽しいプラン 名古屋市港区津 平成24年 居宅介護支援 
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る生活 金二丁目 8番25

号 

7月13日

株式会社流行

発信ホールデ

ィングス 

なないろ居宅 名古屋市中区新

栄一丁目 6番15

号 

平成24年

7月25日

居宅介護支援 

株式会社万博

ＨＢＣクラブ

ぬくといざい

しょ三喜居宅

介護支援事業

所 

名古屋市名東区

貴船一丁目 2番

地の 1 

平成24年

9月19日

居宅介護支援 

株式会社つる

かめ 

居宅介護支援

小幡緑地つる

かめ 

名古屋市守山区

小幡北 908番地

の 2 

平成24年

10月15日

居宅介護支援 

特定非営利活

動法人高次脳

機能障害者支

援笑い太鼓 

笑い太鼓ケア

マネジメント

センター 

名古屋市東区東

大曽根町26番 5

号 

平成24年

10月23日

居宅介護支援 

株式会社名長 居宅介護支援

風の森 

名古屋市中村区

郷前町 3丁目29

番地 

平成24年

11月20日

居宅介護支援 

愛ライフ株式

会社 

愛ライフ指定

居宅介護支援

事業所 

名古屋市緑区鳴

丘二丁目2808番

地 

平成24年

11月20日

居宅介護支援 

株式会社ＨＯ

ＵＳＥＮ 

居宅介護支援

事業所芳泉 

名古屋市瑞穂区

大喜町 4丁目17

番地の 7 

平成24年

11月29日

居宅介護支援 

特定非営利活

動法人介護サ

ービスさくら

夢のぽけっと

八事 

名古屋市天白区

弥生が岡 217番

地 

平成24年

12月13日

居宅介護支援 

株式会社楽園

ハウス 

居宅介護ステ

ーション南陽

名古屋市港区七

反野一丁目1910

平成24年

12月13日

居宅介護支援 
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の里 番地 

有限会社イン

コム 

介護センター

インコム 

名古屋市瑞穂区

白羽根町 2丁目

64番地の 1 

平成24年

12月26日

居宅介護支援 

株式会社ワー

クスジャパン

ケアプランセ

ンター花の木

名古屋市西区花

の木一丁目 1番

17号 

平成24年

12月27日

居宅介護支援 

ケアプランコ

マ株式会社 

ケアプランコ

マ株式会社 

名古屋市昭和区

山手通 5丁目 2

番地の 5 

平成24年

12月28日

居宅介護支援 

有限会社チェ

リッシュ企画

チェリッシュ

居宅介護支援

事業所 

名古屋市天白区

元植田二丁目 

1904番地 

平成25年

1月16日

居宅介護支援 

株式会社さら

さ 

さらさ居宅介

護支援事業所

名古屋市緑区長

根町94番地 

平成25年

2月 5日

居宅介護支援 

株式会社エヌ

エス 

居宅介護支援

事業所なごみ

の里 

名古屋市港区東

蟹田1001番地 

平成25年

2月18日

居宅介護支援 

ライフサポー

トセンターウ

インチ株式会

社 

ケアサポート

センターおー

るぐっど 

名古屋市守山区

東山町17番10号

平成25年

2月19日

居宅介護支援 

ミサワホーム

東海株式会社

居宅介護支援

事業所ケアサ

ポート小幡緑

地館 

名古屋市守山区

緑ヶ丘 107番地

平成25年

2月26日

居宅介護支援 

ゴールド社会

福祉株式会社

ゴールドケア

プランセンタ

ー 

名古屋市天白区

焼山一丁目 101

番地 

平成25年

3月13日

居宅介護支援 

一般社団法人 居宅介護支援 名古屋市南区鯛 平成25年 居宅介護支援 
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シニアらいふ

サポートセン

ター 

事業所シニア

らいふサポー

ト 

取通 5丁目 4番

地 

3月27日

株式会社ハル

ス 

ケアプランは

るす大曽根 

名古屋市北区山

田一丁目 4番20

号 

平成25年

4月 1日

居宅介護支援 

合同会社ＲＨ

ＫＵ 

ケアプランみ

やべ 

名古屋市中川区

五女子一丁目 3

番 5号 

平成25年

4月22日

居宅介護支援 

株式会社テン

・メドック 

おひさま居宅

介護支援事業

所 

名古屋市北区平

手町 1丁目20番

地の 1 

平成25年

5月28日

居宅介護支援 

株式会社でん 福祉日和 名古屋市緑区徳

重四丁目 101番

地 

平成25年

6月 5日

居宅介護支援 

株式会社フォ

レストノート

ケアプランセ

ンターごかん

名東事業所 

名古屋市名東区

牧の里一丁目 

108番地 

平成25年

6月14日

居宅介護支援 

有限会社ナー

スコール在宅

センター訪問

サービス 

居宅介護支援

事業所道しる

べ 

名古屋市千種区

高見二丁目 7番

7号 

平成25年

7月 1日

居宅介護支援 

株式会社ダイ

エイハービス

きららファミ

リーサポート

サービス 

名古屋市中区錦

一丁目20番19号

平成25年

7月30日

居宅介護支援 

有限会社米野

看護婦家政婦

紹介所 

米野居宅介護

支援サービス

名古屋市中村区

太閤二丁目 3番

2号 

平成25年

8月 9日

居宅介護支援 

株式会社東海

ケアサービス

東海ケアサー

ビス居宅介護

名古屋市緑区鳴

子町 2丁目 182

平成25年

8月13日

居宅介護支援 
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支援事業所 番地 

株式会社ウェ

ルネスサポー

トぐんじ 

居宅介護支援

事業所ぐんじ

名古屋市千種区

上野三丁目13番

10号 

平成25年

8月30日

居宅介護支援 

社会福祉法人

道徳福祉会 

居宅介護支援

センターはる

かぜ千鳥 

名古屋市南区要

町 4丁目13番地

平成25年

9月 2日

居宅介護支援 

株式会社ベス

トライフ 

ベストライフ

名古屋大高居

宅介護支援事

業所 

名古屋市緑区大

高町字南休山 2

番地の16 

平成25年

9月25日

居宅介護支援 

株式会社さわ

やか 

さわやからい

ふ中村居宅介

護支援事業所

名古屋市中村区

稲西町90番地 

平成25年

9月30日

居宅介護支援 

株式会社プロ

ミネントケア

アウラ神宮南

居宅介護支援

事業所 

名古屋市熱田区

神戸町 603番地

平成25年

10月 1日

居宅介護支援 

株式会社フォ

レスト 

フォレストＣ

ａｒｅプラン

’ｓ 

名古屋市昭和区

川名本町 3丁目

 5番地の 2 

平成25年

11月 8日

居宅介護支援 

有限会社ヒー

トウィル 

ケアセンター

穂の香 

名古屋市天白区

山郷町18番地 

平成25年

11月15日

居宅介護支援 

有限会社Ｃ＆

Ｄ 

居宅介護支援

事業所希 

名古屋市緑区桶

狭間神明1701番

地 

平成25年

11月27日

居宅介護支援 

合同会社ＲＨ

ＫＵ 

ケアプランぽ

っぽはーと 

名古屋市南区内

田橋一丁目16番

18号 

平成25年

11月30日

居宅介護支援 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第37号 

 

   建築基準法に基づく公開による意見の聴取 

 

 建築基準法（昭和25年法律第2 0 1号）第48条第14項の規定により、次のよう 

に意見の聴取を行いますので、同条第15項及び建築基準法に基づく意見の聴取 

に関する規則（昭和31年名古屋市規則第59号）第15条の規定により告示します。 

 

  平成26年 1 月27日 

   

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  計画の概要 

(1) 許可を受けようとする者 

  名古屋市北区山田一丁目 5 番20号 

株式会社名鉄ＡＵＴＯ 代表取締役社長 早川 淑 

(2) 建築物の敷地の位置及び面積 

  名古屋市緑区徳重三丁目2 0 1番、2 0 2番、2 0 3番及び2 0 4番 

   2,074.87平方メートル 

(3) 建築物の構造及び規模 

   工 事 種 別   増築 

   主 要 用 途   店舗 

   構 造   鉄骨造 

   建 築 面 積   935.37平方メートル 

（申請部分 375.00平方メートル） 

   延 べ 面 積   757.89平方メートル 

（申請部分 300.00平方メートル） 

   最高の高さ   5.49メートル 

 

25



 2  日時 

  平成26年 2 月10日（月） 午後 2 時30分 

 

 3  場所 

名古屋市緑区徳重二丁目4 0 1番地 

徳重コミュニティセンター 第 1 会議室及び第 2 会議室 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第38号 

 

   建築基準法に基づく公開による意見の聴取 

 

 建築基準法（昭和25年法律第2 0 1号）第48条第14項の規定により、次のよう 

に意見の聴取を行いますので、同条第15項及び建築基準法に基づく意見の聴取 

に関する規則（昭和31年名古屋市規則第59号）第15条の規定により告示します。 

 

  平成26年 1 月29日 

   

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  計画の概要 

(1) 許可を受けようとする者 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

  名古屋市長 河村 たかし 

(2) 建築物の敷地の位置及び面積 

  名古屋市昭和区川原通 8 丁目40番、41番、43番、44番、45番、45番 1 、 

45番 2 、46番、47番 1 の一部及び47番 4 の一部 

名古屋市昭和区花見通 1 丁目39番の一部、40番の一部、41番 1 、41番 2 、

41番 3 の一部、41番 4 及び41番 5  

名古屋市昭和区広路町字石流 6 番 3 の一部及び 7 番 2  

   3,520.45平方メートル 

(3) 建築物の構造及び規模 

   工 事 種 別   新築 

   主 要 用 途   劇場 

   構 造   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

   建 築 面 積   1,350.29平方メートル 

   延 べ 面 積   1,571.45平方メートル 
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   最高の高さ    19.96メートル 

 

 2  日時 

  平成26年 2 月12日（水） 午後 2 時 

 

 3  場所 

名古屋市昭和区川原通 8 丁目21番地 

名古屋市立広路小学校 特別活動室 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第39号 

 

      道路に関する告示 

 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条第 1 項の規定に基づき、次のように 

道路の区域を変更します。 

  その関係図面は、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課において告示の日 

から 2 週間、一般の縦覧に供します。 

 

    平成26年 1 月30日 

 

                                  名古屋市長    河  村    た か し 

道路の区域変更 

道路 

 

の 

 

種類 

整理 

 

 

 

符号 

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要
    区              間 

変更

の前

後別

延  長 

 

キロメートル 

幅  員 

 

メ ー ト ル       

市道 

 

A 牧野第28号線 

名古屋市中村区太閤一丁目

1902番の 1 地先から 

 

名古屋市中村区太閤一丁目

1902番の 1 地先まで 

前 0.038   6.00 附  図

 後 0.038 
6.00 

～  6.50 
 

 

B 牧野第29号線 

名古屋市中村区太閤一丁目

1804番の 1 地先から 

 

名古屋市中村区太閤一丁目

1804番の 1 地先まで 

前 0.004 6.00  

 後 0.004 6.00 
 

隅切の拡幅

 

C 牧野第45号線 

名古屋市中村区太閤一丁目

1902番の 1 地先から 

 

名古屋市中村区太閤一丁目

1902番の 1 地先まで 

前 0.006 15.00  

 後 0.006 
15.00 

～ 16.66 
 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課  
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県 道 古名 屋 島津 線

畿
近

本
日

鉄
道

関

西

本

線

14

都

計

・

3

・
3

椿

町

線

米野

牧

野

東

公

園

東

海

道

線

新

幹

C

B

A

附　図

凡 例

区域変更により道路の区域
とする部分

区域変更により廃道する部分
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名古屋市告示第40号 

 

      道路に関する告示 

 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条の規定に基づき、次のように道路の 

区域を変更し、平成26年 2 月 3 日に供用を開始します。 

  その関係図面は、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課において告示の日 

から 2 週間、一般の縦覧に供します。 

 

    平成26年 1 月31日 

 

                                  名古屋市長    河  村    た か し 

道路の区域変更及び供用開始 

道路 

 

の 

 

種類 

整理 

 

 

 

符号 

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要
    区              間 

変更

の前

後別

延  長 

 

キロメートル 

幅  員 

 

メ ー ト ル       

市道 

 

A 新宮坂町第 2 号線

名古屋市熱田区神宮三丁目

5 0 4番地先から 

 

名古屋市熱田区神宮三丁目

5 0 3番地先まで 

前 0.031 6.00 
附  図

 

 後 0.031 
6.00 

～ 17.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課  
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A

神
宮
前

県

道

熱

田

停

車

場

伝

馬

線

東

海

道

本

線

名

古

屋

鉄

道

神宮東公園

都 計 3・ 5・156 豆 田 町 線

新

堀

川

花表
公園

熱

田

凡 例

附 図

区域変更により道路の区域
とし供用開始する部分
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名古屋市告示第41号 

 

河川法に基づき市長が施行する河川工事の完了について 

 

河川法（昭和39年法律第 167号）第16条の 3 第 1 項の規定に基づき名古屋市

長が施行する河川工事について、工事を完了したので、同条第 2 項の規定によ

り次のとおり公示します。 

 

平成26年 1 月31日 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  河川の名称及び区間 

名称 
区    間 延長 

（ｍ）区分 上 流 端 下流端 

一級河川

 香流川

左岸
名古屋市名東区香流三丁目 108番 7  

地先 矢田川へ

の合流点
2,280 

右岸
名古屋市名東区引山一丁目1107番地 

先 

 

 2  河川工事の内容 

都市基盤河川改修事業 

 

 3  河川工事の完了の日 

平成25年 8 月31日 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局河川部河川管理課 
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名古屋市告示第42号 

 

   兼用工作物管理協定について 

 

道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第20条第 1 項及び都市公園法（昭和31年法

律第79号）第 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、道路管理者名古屋市と公園管理

者名古屋市との間において、兼用工作物管理の協議が成立したので、道路法第

20条第 6 項及び都市公園法第 5 条の 2 第 2 項の規定により、次のように公示し

ます。 

   

平成26年 1 月31日  

名古屋市長  河  村  た か し 

  

1  協定の名称 

  県道名古屋中環状線と大森中央公園との兼用工作物管理協定 

 

2  協定の内容 

   県道名古屋中環状線と大森中央公園が相互に効用を兼ねる施設の管理方法 

及び管理に要する費用負担等について 

 

3  協定締結年月日 

   平成26年 1 月31日  

 

名古屋市緑政土木局路政部道路管理課 

緑地部緑地管理課 
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名古屋市告示第43号 

 

   開発行為に関する工事の完了 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次 

の開発行為に関する工事が完了しました。 

 

  平成26年 1月31日 
                    

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

許 可 年 月 日 及 び

許 可 番 号

開発区域に含まれる

地 域 の 名 称

開発許可を受けた者の

住 所 及 び 氏 名

平成25年 9月13日 

25指令住開指第 119号

名古屋市南区若草町24

番 

東京都武蔵野市境二丁目

 2番 2号 

株式会社飯田産業 

代表取締役 兼井雅史 

平成25年 6月21日 

25指令住開指第55号 

名古屋市港区藤高五丁

目59番外 2筆 

愛知県春日井市出川町 

1850番地 1 

吉田 貢 

平成25年 5月13日 

25指令住開指第29号 

（第 3工区） 

名古屋市緑区六田二丁 

目88番 3外 2筆 

名古屋市中区葵一丁目20

番22号 

大和ハウス工業株式会社

名古屋支社 執行役員 

大友浩嗣 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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名古屋市告示第44号 

 

   都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日の一部改正 

について 

 

 昭和52年名古屋市告示第38号（都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開

始の期日）の一部を次のように改正します。 

 その関係図面を緑政土木局緑地部緑地管理課において一般の縦覧に供します。 

 

 

  平成26年 1月31日  

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 表中 

「 

たおも公園 昭和区田面町 2丁目 図面昭和35の

区域 

平成23年 4月30日

                                  」 

を 

「 

たおも公園 昭和区田面町 2丁目 図面昭和35の

区域 

平成23年 4月30日

川名山東公

園 

昭和区川名山町 図面昭和36の

区域 

平成26年 1月31日

                                  」 

に、 

「 

元柴田南公

園 

南区元柴田東町 3丁

目 

図面南74の区

域 

平成22年 3月31日

                                  」 

を 
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「 

元柴田南公

園 

南区元柴田東町 3丁 

目 

図面南74の区

域 

平成22年 3月31日

松下町東公

園 

南区松下町 3丁目 図面南75の区

域 

平成26年 1月31日

」 

に、 

「 

大森中央公

園 

守山区元郷一丁目 図面守山36の

区域 

昭和56年 4月 1日

                                  」 

を 

「 

大森中央公

園 

守山区元郷一丁目 図面守山36の

 2の区域 

昭和56年 4月 1日

                                  」 

に、 

「 

高根山緑地 緑区大高町字高根山 図面緑 233の

区域 

平成25年 9月 6日

                                  」 

を 

「 

高根山緑地 緑区大高町字高根山 図面緑 233の

区域 

平成25年 9月 6日

船人ケ池公

園 

緑区大高町字船人ケ 

池 

図面緑 234の

区域 

平成26年 1月31日

笹塚公園 緑区鶴が沢三丁目 図面緑 235の

区域 

平成26年 1月31日

                                  」 

に改めます。 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課 

37



名古屋市告示第45号 

 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づく措 

置管理区域の指定について 

 

 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（平成15年名古屋市条

例第15号）第58条第 1項の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されてお

り、汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域を指定します。 

 

  平成26年 1月31日 

   

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定する区域 

  名古屋市千種区仁座町 1番の一部 （詳細は、別紙のとおり） 

 

2  土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

砒
ひ

素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 

 

3  講ずべき汚染の除去等の措置 

    地下水の水質の測定 

 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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：調査対象地

：措置管理区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

別紙

凡例

：措置管理区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

N起点

1810m

10m

千種区仁座町 1番

起点は調査対象地の最北端

（Ｘ座標：-93659.389、Ｙ座標：-18077.521）

調査対象地外

ひ
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名古屋市告示第46号 

 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づく形 

質変更時届出管理区域の指定について 

 

 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（平成15年名古屋市条 

例第15号）第58条の 8第 1項の規定に基づき、特定有害物質によって汚染され 

ており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区 

域を指定します。 

 

  平成26年 1月31日 

   

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 指定する区域 

名古屋市千種区東山元町 6丁目 1番 1の一部（詳細は、別紙のとおり） 

 

2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

ふっ素及びその化合物 

 

 

 

 

 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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：調査対象地

：筆の境界

別紙

凡例

起点

1810m

10m

千種区萩岡町 1番

千種区東山元町 6丁目 1番 1

：形質変更時届出管理区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

起点は調査対象地の最北端

（Ｘ座標：-93981.983、Ｙ座標：-17681.464）

N
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名古屋市告示第47号 

 

      道路に関する告示 

 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条の規定に基づき、次のように道路の 

区域を決定及び変更し、平成26年 1 月31日から供用を開始します。 

  その関係図面は、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課において告示の日 

から 2 週間、一般の縦覧に供します。 

 

    平成26年 1 月31日 

 

                                  名古屋市長    河  村    た か し 

 

 1   道路の区域決定及び供用開始 

道路 

 

の 

 

種類 

整理 

 

 

 

番号 

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要
区              間 

延  長 

 

 

キロメートル 

敷地の 

幅  員 

 

メ ー ト ル       

市道 

 

 

 

 

1 
児玉町庄内公園線

支線第 2 号 

名古屋市西区庄内通 1 丁目19番の 1 

地先から 

 

名古屋市西区庄内通 1 丁目22番地先

まで 

0.060 3.63 

第  1

附  図

 

 

 

 

 2   道路の区域変更及び供用開始 

道路 

 

の 

 

種類 

整理 

 

 

 

符号 

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要
    区              間 

変更

の前

後別

延  長 

 

キロメートル 

幅  員 

 

メ ー ト ル       

市道 

 

A 味鋺郷中線 

名古屋市北区楠味鋺四丁目

9 0 2番の 1 地先から 

 

名古屋市北区楠味鋺四丁目

9 0 2番の 1 地先まで 

前 0.018 
1.70 

～ 1.88 

第  2

附  図

 後 0.018 
2.80 

～ 2.91 
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 3   道路の供用開始 

道路 

の  

種類 

整理 

 

番号 

   路  線  名           区                              間 摘  要

市道 

 

 

1 白菊町第 3 号線 

名古屋市西区枇杷島三丁目3323番地先から 

 

名古屋市西区枇杷島三丁目3323番地先まで 

第  3

附  図

 

 1 戸田第42号線 

名古屋市中川区戸田五丁目1 3 3番地先から 

 

名古屋市中川区水里二丁目 1 番地先まで 

第  4

附  図

 

 

 
1 幸心線第 1 号 

名古屋市守山区幸心二丁目1 0 1番地先から 

 

名古屋市守山区幸心二丁目8 3 9番地先まで 

第  5

附  図

 

県道 

 

 

1 名古屋中環状線 

名古屋市守山区元郷一丁目1601番地先から 

 

名古屋市守山区元郷一丁目1601番地先まで 

第  6

附  図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課  
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都 計 3・ 3・2 名 古 屋 環 状 線

県

道

名

古

屋

江

南

線

1

第 1 附図

道路の区域を決定し供用
開始する部分

凡 例
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A

県

道

名

古

屋

犬

山

線

県 道 名 古 屋 山 線豊 稲 沢

春日井市

第 2 附図

区域変更により道路の区域
とし供用開始する部分

凡 例

45



1

清須市

庄

内

川

文

枇杷島小学校

名
古

屋

鉄

道

凡 例

第 3 附図

道路の供用を開始する部分
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1

戸田

近 畿
日本 鉄 道

戸
田

川

都

計

3

4

5

・

・

戸

田

荒

子  

線

凡 例

道路の供用を開始する部分

第 4 附図
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1

県 道 名 古 屋 中 環 状 線

一

般

国

道

一

九

号

中

央

本

線

新
守

山

道路の供用を開始する部分

凡 例

第 5 附図
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1

大森中央公園

矢
田

川

県

道

名

古

屋

中

環

状

線

都
計

3
3

111
千

代
田

通
線

・
・

凡 例

第 6 附図

道路の供用を開始する部分
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名古屋市告示第48号 

 

   名古屋農業振興地域整備計画の変更について 

 

 名古屋農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関

する法律（昭和44年法律第58号。以下「法」という。）第13条第 4項で準用す

る法第11条第 2項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理

の結果を次のとおり公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画書を縦覧に供

します。 

  

 平成26年 1月31日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 1  法第13条第 4項で準用する法第11条第 2項の規定により提出された意見書

の要旨及び当該意見書の処理の結果 

  意見書の提出なし 

 

 2  変更後の農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

   名古屋市緑政土木局農政課 

 （名古屋市役所西庁舎 5階） 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局農政課 
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名古屋市教育委員会告示第 2号 

 

教育委員会定例会の開催について 

 

平成26年 2月 6日午後 3時教育委員会室において教育委員会定例会を開催し

次の議件を付議します。 

 

平成26年 1月31日 

 

名古屋市教育委員会委員長 野田 敦敬  

 

 

請願・陳情審査について 

名古屋市社会教育委員条例の一部改正について 

名古屋市立学校の授業料等に関する条例の一部改正について 

名古屋市図書館条例の一部改正について 

名古屋市名城庭球場条例の一部改正について 

平成25年度補正予算について 

平成26年度当初予算について 

財産の取得について 

指定管理者の指定について 

教職員人事について 

 

 

 

 

 

 

名古屋市教育委員会事務局総務部総務課 
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名古屋市上下水道局管理規程第１号 

 

名古屋市上下水道局会計規程（平成15年名古屋市上下水道局管理規程第12号）

の一部を次のように改正する。 

 

平成26年１月31日 

 

名古屋市上下水道局長  小  林  寛  司  

 

 目次中「第55条」を「第54条の２」に、 

「第７章 固定資産 

  第１節 通則（第129条―第132条） 

  第２節 取得（第133条―第136条） 

  第３節 管理（第137条―第145条） 

  第４節 処分（第146条―第149条） 

  第５節 会計整理（第150条―第158条）」

を 

「第７章 固定資産 

  第１節 通則（第129条―第132条） 

  第２節 取得（第133条―第136条） 

  第３節 管理（第137条―第145条）   に改める。 

  第４節 処分（第146条―第149条） 

  第５節 会計整理（第150条―第158条） 

 第７章の２ 引当金（第158条の２）  」 

 第８条第２項に後段として次のように加える。 

  この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計

算書の作成は、間接法によるものとする。 

第54条の２及び第54条の３を削る。 

第４章第３節中第55条の前に次の２条を加える。 

（支出負担行為書の作成） 

第54条の２ 課及び公所の長は、支出負担行為により支出予算の執行額が決定
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したときは、支出負担行為書その他これに準ずる書類を作成するものとする。 

（振替伝票の作成） 

第54条の３ 課及び公所の長は、支払の事由が発生したとき、又は債務が確定

したときは、振替伝票を作成しなければならない。 

 第129条第１項各号を次のように改める。 

 (1) 有形固定資産 

  ア 土地 

  イ 建物 

  ウ 構築物 

  エ 機械及び装置（量水器を含む。） 

  オ 車両運搬具 

  カ 工具器具及び備品（耐用年数１年以上で、かつ、１件の取得価額が

100,000円以上のものに限る。） 

  キ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

あって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限

る。） 

  ク 建設仮勘定 

 (2) 無形固定資産 

  ア 水利権 

  イ ダム使用権 

  ウ 借地権 

  エ 地上権 

  オ 庁舎利用権 

  カ 施設利用権 

  キ 特許権 

  ク リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

あって、当該リース物件がウからキまで及びケに掲げるものである場合

に限る。） 

  ケ その他無形固定資産（ソフトウェアにおいては耐用年数１年以上で、

かつ、１件の価格100,000円以上のものに限る。） 
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 (3) 投資 

  ア 投資有価証券 

  イ 出資金 

  ウ 長期貸付金 

  エ 基金 

  オ その他投資 

第130条第１項中「投資」の次に「及びリース資産」を加える。 

第140条中「水道事業会計等に係る工事用固定資産、量水器及び投資」を「量

水器」に改める。 

第141条第１項中「水道事業会計等に係る工事用固定資産、量水器及び投資」

を「量水器」に改め、同条第２項中「水道事業会計等に係る工事用固定資産及

び」及び「（水道事業会計等に係る工事用固定資産に係るものにあっては、資

産活用課長。以下この項において同じ。）」を削る。 

第150条第４号中「によって」の次に「無償で」を加える。 

第７章の次に次の１章を加える。 

  第７章の２ 引当金 

 （退職給付引当金の計上方法） 

第158条の２ 退職給付引当金の計上は、簡便法（当該事業年度の末日において

全職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと

仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。）によるもの

とする。 

第159条に後段として次のように加える。 

  この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・

フロー計算書と同じ方法によるものとする。 

第159条第５号の次に次の１号を加える。 

 (5)の２ キャッシュ・フロー計算書 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この規程による改正後の名古屋市上下水道局会計規程第８条、第129条、第

130条、第158条の２及び第159条の規定は、平成26年度の予算及び決算から適

用し、平成25年度の決算については、なお従前の例による。 
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平成26年監査公表第 1 号 

 

 地方自治法第 199  条第12項の規定に基づき市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

 

  平成26年 1 月30 日 

 

名古屋市監査委員  中 田 ちづこ  

同         小 林 祥 子  

同         鈴 木 邦 尚  

同         橋 本 博 孔  

56



平成 25 年監査公表第 7 号関係分（平成 25 年 9 月 10 日公表） 

 

健康福祉局・区役所・財政局 

（平成 25 年 11 月 30 日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

 

1(1) 

 

 

 

保護決定に際して金融機関等への調査

を行うよう注意すべきもの 

「生活保護行政を適正に運営するた

めの手引について」（平成 18 年厚生

労働省社会・援護局保護課長通知）に

よれば、保護の決定又は実施のために

必要がある場合には生活保護法に基づ

き金融機関等への調査を実施し、保護

の受給にかかる審査を徹底することと

されている。 

この事務について調査したところ、

保護決定に際し生活保護法による金融

機関等への必要な調査を実施せずに、

本人の申告だけで保護開始決定がされ

ている事例が見受けられた。 

適正な保護開始決定を行うに当た

り、生活保護法に基づく金融機関等へ

の調査が必要な場合には、確実に調査

を実施し、保護の受給にかかる審査を

徹底するよう注意されたい。 

（西区山田支所区民福祉課、

瑞穂区民生子ども課）

 

 

当該被保護世帯における金融機関等

への調査については、速やかに実施し

ました。 

今後は保護の決定にあたり、本人の

申告だけでなく生活保護法に基づく金

融機関等への調査が必要な場合には、

確実に調査を実施し、保護の受給にか

かる審査の漏れがないよう職員全員に

周知徹底しました。 

（西区山田支所区民福祉課）

 

ただちに生活保護法に基づく金融機

関等への調査を行い、被保護世帯の申

立どおりとの回答を得ています。その

後は、必要な場合には生活保護法に基

づく金融機関等への調査を行うように

努めています。 

（瑞穂区民生子ども課）

 

 

措置済

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(2) 

 

精神障害者保健福祉手帳を保有する被

保護者についての障害者加算に係る障

害の程度の判定について注意すべきも

の 

「生活保護法による保護の基準」

（昭和 38 年厚生省告示）により、生

活保護法による生活扶助につき、条件

を満たした障害者についてはその障害

の程度に応じて障害者加算を行うこと

とされている。また、加算の具体的な

認定方法については「生活保護法によ

る保護の実施要領について」（昭和 38

年厚生省社会局長通知）等に定められ

ている。 

これらの告示及び通知によれば、障

 

誤って行っていた障害者加算につい

ては、速やかに停止処理を行うととも

に、平成 25 年 7 月 11 日付で生活保護

法第 63 条による返還を決定し、保護

費の算定修正を行いました。返還を決

定した額については、分割での返還を

予定しております。 

なお、障害者加算の認定について

は、平成 25 年 8 月 12 日付で障害基礎

年金の裁定申請が行われた結果、それ

に基づいて障害者加算を認定しまし

た。 

今後、障害者加算の認定を行う際に

は、確実に障害基礎年金の受給権を確

認し、適切な認定を行うよう職員全員

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

害者加算に係る障害の程度の判定は、

精神障害者の場合、原則として障害基

礎年金に係る国民年金証書に基づいて

行うこととされている。ただし、例外

として、障害基礎年金を受給していな

い場合であっても、精神障害者保健福

祉手帳（以下「手帳」という。）を保

有している被保護者について、障害基

礎年金の受給権に応じて一定の条件を

満たす場合には、手帳に基づいて判定

を行うことができるとされている。障

害者加算に係る障害の程度の判定は、

本市においては、具体的には次表のと

おりに行われている。（表省略） 

西区山田支所区民福祉課においてこ

の事務を調査したところ、障害基礎年

金を受給していないが、手帳を保有し

ている被保護者について、障害基礎年

金の受給権を確認することなく手帳に

基づいて障害者加算を行っている事例

が見受けられた。 

また、後日、西区山田支所区民福祉

課において障害基礎年金の受給権を調

査した結果、当該被保護者には受給権

があることが分かったが、当該被保護

者はいまだ障害基礎年金の裁定申請を

行ってはいなかったため、裁定申請が

行われるまでは手帳に基づいて障害者

加算を行うべきではなかったことが判

明した。 

誤って行っていた障害者加算につい

て、速やかに保護費の算定の修正を行

うとともに、手帳を保有する被保護者

について障害者加算に係る障害の程度

の判定を行う際には、確実に障害基礎

年金の受給権を確認し、適切に障害者

加算を認定するよう注意されたい。 

（西区山田支所区民福祉課）

 

に周知徹底いたしました。 

（西区山田支所区民福祉課）

 

 

1(3) 

 

被保護者の収入の認定を適切に行うよ

う注意すべきもの 

被保護者に収入があった場合は、保

護の基準となる金額から、被保護者の

収入に応じて一定の金額を差し引いた

 

被保護者が未申告であった国民健康

保険料の還付金の収入 12,840 円につ

いては、速やかに本人への説明を行

い、平成 25 年 5 月 1 日付で収入とし

て認定し、過払いとなった分について

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

金額が、生活保護により支給すべき金

額となる。 

この事務について調査したところ、

被保護者から提出された通帳の写し

に、被保護者が未申告であった国民健

康保険料の還付金の収入 12,840 円が

記載されていたにもかかわらず、確認

が徹底されなかったことにより、支給

した保護費に過払いが生じている事例

が見受けられた。 

過払いとなった保護費について返還

を求めるとともに、適切に被保護者の

収入の認定を行うよう注意されたい。 

（西区山田支所区民福祉課） 

 

は 6 月及び 7 月分の保護費から差し引

いて保護費を支給しました。 

今後は調査・確認を厳密に実施し、

適切な被保護者の収入の認定を行うよ

う徹底いたします。 

（西区山田支所区民福祉課）

 

 

1(4) 

 

入院時の住宅扶助の支給について注意

すべきもの 

「生活保護法による保護の実施要領

について」によれば、単身者が医療機

関等に入院・入所している間も住宅費

が必要な場合は、原則として入院・入

所後 6 箇月を限度として住宅扶助を支

給してよいとされており、特段の理由

がある場合はさらに 3 箇月を限度とし

て引き続き住宅扶助を支給してよいと

されている。 

この事務について調査したところ、

次のような事例が見受けられた。 

ア 入院を続けている単身の被保護

者について、入院してからも住宅

扶助を特段の理由なく 6 箇月以上

続けて支給していたもの 

（過払いとなった保護費 716,000 円）

（西区山田支所区民福祉課）

イ 施設に入所している単身の被保

護者について、住宅扶助の支給誤

りが判明し支給を停止したが、そ

の過払いとなった保護費について

返還手続がされていなかったもの 

（過払いとなった保護費 57,600 円） 

（緑区民生子ども課） 

過払いとなった保護費について返還

を求めるとともに、被保護者が医療機

関等に入院・入所する際の住宅扶助の

 

ア 過払いとなった保護費 716,000 円

については、生活保護法第 63 条に

より返還を求める手続きを行いまし

た。その後平成 25 年 5 月 25 日に本

人死亡のため、返還を決定した額に

ついては現在相続人への返還に切り

替え請求を行っているところです。

また他の長期入院患者についても

住宅費の必要性の有無を確認し再発

防止を図りました。 

今後、入院を続けている単身の被

保護者については、入院してから 6

箇月の時点で今後も引き続き住宅扶

助を支給すべき特段の理由があるか

どうかについて判断をするよう、係

会議を通じて職員全員に周知徹底し

ました。 

（西区山田支所区民福祉課）

 

イ 平成 25 年 6 月 26 日に生活保護法

第 63 条による返還決定を行い、履

行延期により分割納付の決定を行い

ました。 

分割内訳 

 平成 25年 9月～平成 30 年 5月 

  1,000 円/月 

 平成 30年 6月 

    600 円/月 

（緑区民生子ども課）

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

支給について適切に行うよう注意され

たい。 

 

 

 

1(5) 

 

入院患者の日用品費の支給について注

意すべきもの 

生活保護受給中の者が医療機関等に

入院する場合には、主に日用品費の支

給（生活扶助）及び医療費の現物支給

（医療扶助）を行っている。 

国からの通知等をより具体化した本

市の生活保護問答集によれば、医療機

関等に入院・入所中の単身の被保護者

について、金銭管理能力がないため医

療機関の長等に金銭管理を委ねている

場合は日用品費累積金の確認を年 1 回

以上行うこととされており、そこで確

認した日用品費累積金額に応じて、所

要の措置を講じることとされている。 

この事務を調査したところ、入院患

者の日用品費の支給について、多額の

累積金があるにもかかわらず日用品費

の支給が停止されていない等、日用品

費累積金額に応じた措置が適切に行わ

れていない事例が見受けられた。 

本市の生活保護問答集に従い、入院

患者の日用品費の支給を適切に行うよ

う注意されたい。 

（西区山田支所区民福祉課、瑞穂区、

中川区民生子ども課）

 

 

日用品費については平成 25 年 9 月 6

日に病院を訪問し、累積金の残高を確

認した結果、基準額 15 万円を超えて

いたので平成 25 年 10 月 1 日付で支給

停止しました。 

また職員に対しても日用品支給停止

に係る基準額の確認を周知徹底しまし

た。今後は、医療機関等に入院・入所

中の単身の被保護者について、金銭管

理能力がないため医療機関の長等に金

銭管理を委ねている場合は、日用品費

累積金の確認を年 1 回以上行い、多額

の累積金がある場合は、日用品費の支

給を停止するよう徹底いたします。 

（西区山田支所区民福祉課）

 

ただちに指摘のあった 2 件の被保護

世帯については病院に日用品費累積金

額を確認し、ともに 15 万円以上であ

ったため日用品費の支給を停止しまし

た。 

以後は病院訪問の際に必ず日用品費

累積金額を確認し、その金額に応じて

所要の措置を行うように努めていま

す。    （瑞穂区民生子ども課）

 

今回、本来障害者加算のみ停止すべ

きところを日用品費及び障害者加算の

双方を停止していたことに伴い、累積

金が少なくなり、平成 25 年 4 月 1 日

に入院先の病院から日用品費及び障害

者加算の再開の依頼がありました。こ

のため、平成 25 年 4 月分から障害者

加算と入院日用品費両方の計上を再開

しました。今後、再度累積金が 15 万

円を超えた際は、本市の生活保護問答

集の取扱いに従い、障害者加算の停

止、30 万円を超えた場合は、入院日用

品費の停止を行います。 

（中川区民生子ども課）

 

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

 

1(6) 

 

葬祭扶助の支給手続を速やかに行うよ

う注意すべきもの 

被保護者が死亡した場合、保護の実

施機関は、葬儀を行うために必要な費

用について葬祭扶助を行うことができ

る。 

 葬祭扶助の支給事務について調査し

たところ、支給事務が特段の理由なく

長期間行われていなかった事例が見受

けられた（中川区富田支所区民福祉課 

148,340 円 、 南 区 民 生 子 ど も 課

142,651 円）。 

 葬祭扶助の支給手続を速やかに進

め、支給漏れや支給遅れが発生しない

よう注意されたい。 

（中川区富田支所区民福祉課、

南区民生子ども課）

 

 

当該葬祭扶助については、平成 25

年 7 月 10 日に債権者あて支払いを実

施しました。今後は支給遅れが発生し

ないよう努めていきたいと考えます。

（中川区富田支所区民福祉課）

 

ご指摘の事例については、平成 25

年 7 月 13 日付で支払いの手続きを済

ませました。 

葬祭扶助については、7 月の保護係

職員会議にて、適用の際は支給手続き

を速やかに行うよう周知しました。 

また、死亡による保護廃止決裁が回

ってきた段階で、査察指導員（係長ま

たは主査）は、葬祭扶助適用の有無を

確認し、適用の際には、担当員に対し

速やかに行うよう指導することとし、

その後の処理の進捗管理もすることと

しました。  （南区民生子ども課）

 

 

措置済

 

 

 

 

 

 

 

1(7) 

 

遺留金品の処理経過を正確に把握する

ため、遺留金品整理簿を適切に作成・

記載するよう注意すべきもの 

被保護者が死亡し、葬祭扶助を行う

場合の遺留金品の取扱いについては、

生活保護法に定めるものの他は、本市

の「生活保護法第 76 条による遺留金

品取扱規程」（以下「遺留金品取扱規

程」という。）によるものと定められ

ている。遺留金品取扱規程において、

遺留金品の処分を行う場合は、現金及

び物品の保管や廃棄状況等を適切に把

握するため、死亡した被保護者ごと

に、遺留金品整理簿（以下「整理簿」

という。）を作成し、処理経過を記載

することとされている。 

遺留金品の取扱いについて確認した

ところ、整理簿が適切に作成・記載さ

れていない事例が見受けられた。 

ア 一部の者について、整理簿が作

成されていないもの 

（緑区徳重支所区民福祉課、

天白区民生子ども課）

 

ア ご指摘の件につきましては、遺留

金品整理簿を作成しました。 

（緑区徳重支所区民福祉課）

 

遺留金品整理簿の作成がされてい

ないとの指摘のあった 2 件ついて

は、遺留金整理簿を作成しました。

  また今後、不適切な事務処理が発

生しないよう関係職員に対して、遺

留金品取扱規程に関する研修を実施

しました。（天白区民生子ども課）

 

イ・ウ 

遺留金品整理簿については、被保

護者死亡後に遺留金品が発生した際

は速やかに作成するよう、7 月の保

護係職員会議にて改めて周知しまし

た。 

また、死亡による保護廃止の決裁

が回ってきたときに、遺留金品があ

った場合は整理簿が作成されている

かどうか査察指導員が確認するよう

にしました。 

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

イ 一定期間経過後に整理簿が作成

されていたもの 

（南区民生子ども課）

ウ 処理の経過の整理簿への記載が

十分でないもの   

（南区民生子ども課）

遺留金品の保管や廃棄状況等の処理

経過を正確に把握するため、遺留金品

取扱規程に従い、整理簿を適切に作

成・記載するよう注意されたい。 

 

遺留金品整理簿が作成された後

は、民生子ども係の経理担当が処理

状況を随時確認し、記載の十分でな

いものに対しては、担当員に適宜指

示するように改めました。 

      （南区民生子ども課）

 

 

 

1(8) 

 

生活保護費等預り金を速やかに処理す

るよう注意すべきもの 

区役所及び支所では、市への返納金

（生活保護法に定める返還金等）を自

ら納めることができない等のやむを得

ない事情があるときは、その返納手続

が完了するまでの間、被保護者等から

一時的に金銭（生活保護を受給する前

に加入していた生命保険の解約返戻金

等）を預かる場合がある。その事務は

本市の「生活保護費等預り金管理規

程」に定められており、その規程によ

れば、事務取扱者は預り金を保管して

から、概ね 1 週間以内に諸規定に基づ

く返納手続を完了することとなってい

る。 

この事務について調査をしたとこ

ろ、返納手続がされないまま預り金

874,560 円を 1 年近く金庫に保管して

いた事例が見受けられた。 

預り金を長期間保管しておくことは

業務上のリスクもあり望ましくないた

め、被保護者等から金銭を預かった際

には速やかに返納手続を行うよう注意

されたい。  （西区民生子ども課）

 

 

今回のご指摘の件につきましては、

直ちに処理を完了しました。 

今後は、預かり金管理台帳の査閲を

徹底し、未処理の者については速やか

に処理を行うよう各担当に指示しまし

た。また、直ちに処理できない事情が

ある者については、処理できない理由

と処理を終えられる概ねの時期を台帳

に補記することとしました。 

（西区民生子ども課）

 

 

措置済

 

1(9) 

 

前渡金の管理について注意すべきもの 

南区民生子ども課においては、住居

のない者が緊急宿泊施設等へ移動する

ための交通費について資金前渡を受け

ている。 

この前渡金の管理状況について聞取

 

会計規則に従い、出納の都度、前渡

金出納簿に登載するよう改めました。

前渡金の保管場所については、開庁

時間内においては頻繁に出納すること

があるため、担当の事務机の施錠でき

る場所に保管し、閉庁時間には民生子

 

措置済
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りを行ったところ、独自の管理簿にお

いて日々の出納の管理を行っており、

前渡金出納簿への登載は出納の都度で

はなく概ね月に 1 度まとめて行ってい

るとのことであった。また、この前渡

金の保管場所を確認したところ、一部

が現金で職員の机の上の施錠できない

レターケース内に保管されていた。 

前渡金を施錠できない場所で保管す

ることは、現金の盗難、紛失等のリス

クを非常に高めることとなる。本市の

会計規則等に従い、前渡金は出納の都

度前渡金出納簿に登載を行い、金庫等

の施錠できる場所に確実に保管するな

ど、公金としてあるべき適正な管理を

徹底するよう注意されたい。 

（南区民生子ども課） 

 

ども係横の備付金庫に保管することと

しました。  （南区民生子ども課）

 

 

1(10) 

 

生活保護に係る公金外現金の管理につ

いて注意及び検討すべきもの 

区役所及び支所では従前より、生活

保護の申請者が保護費支給までの間の

当面の生活に困窮している場合など

に、一時的な対応として、区社会福祉

協議会からの資金提供を受けて、小額

の生活費の貸付など（中区においては

住居のない者に支給を行う場合もあ

る）の生活保護法によらない援助（以

下「法外援護」という。）を行ってい

るが、一部の区においては事務の取扱

いに関する要綱が明文化されていない

状況である。 

この実態について調査したところ、

南区民生子ども課においては、担当主

事 1 名のみが法外援護資金の管理を出

納簿により行っており、資金の一部

を、担当者の机の上にある施錠できな

いレターケース内で保管していた。 

法外援護資金については、公金外の

現金ではあるものの、その性質上、公

金に準じて適正に管理すべきものと考

えられる。 

南区民生子ども課においては、法外

援護資金を金庫等施錠できる場所に厳

 

法外援護資金については、原則とし

て銀行口座に入れるようにしました。

ただし、開庁時間内においては頻繁に

出納があるため、一定金額のみ担当の

事務机の施錠できる場所に保管し、閉

庁時間においては民生子ども係横の備

付金庫に保管することとしました。 

 出納簿への記載は、出納の都度行

い、月末締めで課長、査察指導員が現

金と出納簿を照合の上、決裁を取るよ

う改めました。（南区民生子ども課）

 

 

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

重に保管し、出納簿の残高と現在金の

照合を複数の職員で行うなど、法外援

護資金を適正に管理するよう注意され

たい。    （南区民生子ども課）

また、保護課においては、法外援護

資金について、生活保護法で対応でき

ないものを補完する重要なものと認識

しているとのことであり、社会福祉協

議会や区役所等と調整を行い、事務の

取扱いを明確にし、その管理の適正化

を図るための方策について検討された

い。          （保護課） 

 

 

1(11) 

 

植田寮における入寮者からの預り金の

管理方法について注意すべきもの 

植田寮救護施設では、障害等があり

金銭管理が困難な者が入寮することが

あるため、本市の植田寮救護施設利用

者預り金管理規程（以下「預り金管理

規程」という。）に基づき、一部の入

寮者の現金や通帳を預かり、職員が管

理を行うこととなっている。預り金管

理規程では、出納があった場合には預

り金等個人台帳に記載することとされ

ている。 

入寮者から預かった現金や通帳の管

理状況を調査したところ、通帳を持っ

ている入寮者の出納については台帳に

より管理をしていたが、通帳をもって

おらず現金を預かっている入寮者の出

納については台帳が作成されていなか

った。 

金銭管理をより適正に行うため、現

金で預かった場合にも台帳を作成する

よう注意されたい。   （植田寮）

 

 

植田寮救護施設における入寮者から

の預り金については、指摘事項に従

い、通帳をもっておらず現金を預って

いる入寮者について平成 25 年 7 月よ

り個人台帳を作成し、その出納の管理

ができるように改善しました。 

（植田寮）

 

 

措置済

 

2(1) 

 

国民健康保険料の納付誓約書を徴取し

た際、適切な事務処理を行うよう注意

すべきもの 

 本市では、国民健康保険料の納付に

ついて、分割納付等の約束を被保険者

と行った際は納付誓約書を徴取してお

り、その結果、滞納保険料について

 

納付誓約書を徴取した際には、速や

かにパソコン端末により納付誓約の入

力処理を行い、適切に処理するよう朝

礼や係会で職員への周知徹底を行いま

した。 

（東区、西区、天白区保険年金課）

 

 

措置済
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は、民法（明治 29 年法律第 89 号）の

規定により時効の中断が生じることと

なる。また、本市の国民健康保険オン

ラインシステム（以下「国保システ

ム」という。）の端末機操作マニュア

ルによれば、納付誓約書を徴取した際

には、速やかに納付誓約の入力処理を

行うこととされている。なお、当該作

業で入力した納付誓約日が国保システ

ム上の時効中断の起算点として登録さ

れることとなる。 

東区、西区及び天白区保険年金課に

おいて、この事務について調査したと

ころ、納付誓約書を徴取した際の国保

システムへの入力処理が漏れている事

例が見受けられた。 

国保システムへの入力処理が漏れる

ことにより、本来の時効成立日前に時

効が完成したものとして不納欠損処理

が行われてしまう恐れがあることか

ら、納付誓約書を徴取した際には、適

切な事務処理を行うよう注意された

い。 

（東区、西区、天白区保険年金課）

 

 

2(2) 

 

国民健康保険における不正不当利得返

還金の徴収事務について、手引きに従

い適切に行うよう注意すべきもの 

受診の事実がない診療報酬を請求す

るなどの不正行為によって給付を受け

ていることが判明した負担額（不正利

得）、または医療機関から請求のあっ

た診療報酬で、被保険者の資格喪失後

の受診などによるものと判明した負担

額（不当利得）については、負担額を

確定した上で調定し、期限を定めて対

象者に対し納入の通知を行うこととさ

れている。 

不正不当利得返還金の徴収事務につ

いて、本市の「給付事務の手引き 不

正・不当利得」（以下「手引き」とい

う。）によると、納入通知書の納期限

については納入通知日から 2 週間経過

した最初の月末とすることとされてお

 

ア 健康福祉局が定めた「給付の手引

き 不正・不当利得」に基づき、係

会で職員への周知徹底を行い、7 月

請求分から適切に徴収事務を行って

います。   （南区保険年金課）

 

イ 「給付の手引き 不正・不当利

得」を回覧し職員への周知徹底を行

い、6 月納期限納入通知書分から適

切に徴収事務を行っています。 

       （瑞穂区保険年金課）

 

 

措置済
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り、納期限までに納付のないものにつ

いては、翌月に督促状を送付すること

とされている。 

この事務について調査したところ、

以下の事例が多数見受けられた。 

ア 納入通知書の納期限を納入通知

日から 1 箇月後としていたもの 

（南区保険年金課） 

イ 督促状を納入通知書の納期限の

翌々月に送付していたもの 

（瑞穂区保険年金課） 

国民健康保険における不正不当利得

返還金の徴収事務については、市民の

公平性の観点から統一的な取扱いがな

されるべきものであることから、手引

きに従い適切に行うよう注意された

い。 

 

 

2(3) 

 

医療費の払戻し事務について、注意及

び検討すべきもの 

本市では市内に住所を有する医療保

険の加入者で、一定の要件を満たす方

に対して、障害者医療証等を交付して

おり、愛知県内の病院で健康保険証と

ともに提示することにより、保険診療

の対象となる医療費の一部を助成して

いる。 

その際、県外での受診などやむを得

ない理由により病院の窓口で本来助成

されるべき医療費を支払ったときは、

後日、区役所及び支所にて手続を行う

ことで払戻しを受けることができる。

区保険年金課、支所区民福祉課におい

ては、提出された領収書等に基づき払

戻し額を算定し支給を行っている。 

今回、中区保険年金課、緑区徳重支

所区民福祉課の医療費の払戻し事務に

ついて、抽出して調査したところ、医

療費の払戻し額を誤っている事例が見

受けられた。 

医療費の払戻しを行う際は、算定す

る職員はもちろんのこと、その他の職

員による確認も併せて行い、適切な算

定が行われるよう注意されたい。 

 

（監査期間中に措置済） 

（中区保険年金課、

緑区徳重支所区民福祉課）

 

 

 

措置済
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なお、算定誤りにより過不足となっ

た払戻し額については、後日対応がな

された。 

（中区保険年金課、

緑区徳重支所区民福祉課）

また、今回の事例については、いず

れも申請書の余白を使って算定を行っ

ており、そのことが算定誤りの生じた

原因の一つとも考えられることから、

医療福祉課においては、申請書等に算

定欄を設けるなど、支給金額の算定・

確認・点検が行えるよう事務処理の徹

底を図り、算定誤りを防ぐ方策につい

て検討されたい。  （医療福祉課） 

 

 

2(4) 

 

国民健康保険に係る継続前渡金の限度

月額について注意及び検討すべきもの 

本市の会計規則では、資金前渡でき

る経費のうち、一定期間にわたり継続

して行う事業に要する特定の経費につ

いては、必要であれば毎月その所要額

を前渡し、事業完了に至るまで毎月の

交付資金を事業経費に充てることを認

めている（以下「継続前渡」とい

う。）。 

国民健康保険に係る事務では、諸給

付金や過誤納となった保険料の還付金

に係る経費などについて継続前渡によ

る支出が認められており、請求者の利

便を図るために、あらかじめ各区役所

で決裁を経て使用限度月額を設定し、

継続前渡金を受領している場合があ

る。 

各区役所及び支所の国民健康保険の

給付及び還付に係る継続前渡金の限度

月額及び使用状況等を調査したとこ

ろ、以下の表のとおり東区、西区、瑞

穂区、緑区、天白区保険年金課では、

一部の継続前渡金において、過去 3 年

間で最も多く継続前渡金を使用した月

であっても、設定した限度月額の半分

を下回る金額しか使用していない実態

が見受けられた。（表省略） 

また、各区役所及び支所の国民健康

 

今後、継続前渡金の限度月額の設定

にあたり決裁を行う際は、積算根拠や

過去の使用実績等を明確に示し適正な

額の前渡金を受けることとしました。

（東区、西区、南区、緑区

保険年金課）

 

また、過去の使用実態に即して減額

してきましたが、より実態に即した金

額となるよう見直しについて検討を行

い、限度月額の引き下げを来年度より

実施します。 

（東区、西区、瑞穂区、緑区、天白区

保険年金課）

 

 

措置済
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保険に係る各継続前渡金の限度月額の

設定を行った際の決裁文書を確認した

ところ、過去の使用実績等を把握し参

考にしたとのことであったが、東区、

西区、南区、緑区保険年金課において

は、決裁文書に積算根拠や過去の使用

実績等について特段、明示されていな

い事例が見受けられた。 

継続前渡は、毎月所要額を勘案し限

度月額を設定するものであり、過去の

使用実績等から、限度月額の必要性・

妥当性について判断すべきものであ

る。 

東区、西区、南区、緑区保険年金課

においては、継続前渡金の限度月額の

設定に当たり決裁を行う際は、積算根

拠や過去の使用実績等を明確に示すよ

う注意されたい。 

（東区、西区、南区、緑区

保険年金課）

また、使用実態に対し必要以上の現

金預金を保管することは、事務誤り・

紛失・盗難などのリスクも高まるた

め、望ましくない。 

過去の使用実態が、限度月額の半分

を下回る東区、西区、瑞穂区、緑区、

天白区保険年金課については、限度月

額をより実態に即した金額となるよう

見直しについて検討されたい。 

 (東区、西区、瑞穂区、緑区、天白区

保険年金課）

 

 

2(5) 

 

郵便切手の管理について、適正な保有

残高となるよう注意すべきもの 

東区保険年金課において、郵便切手

の管理について調査したところ、福祉

医療事務などに使用する郵便切手を年

間使用数量に比べ 8 倍以上保管してい

る事例などが見受けられた。 

郵便切手の管理については、年間使

用数量に比べ過大に保管している場合

は保管転換を行うなど、適正な保有残

高となるよう注意されたい。 

（東区保険年金課） 

 

保管転換を行い、適切な保有残高と

なりました。  （東区保険年金課）
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2(6) 

 

国民健康保険料過誤納金の還付通知書

を発送する際などに、適切な決裁を受

けるよう注意すべきもの 

 行政文書の決裁の手続きについて

は、本市の情報あんしん条例施行規程

で定められており、紙決裁を行う場合

は、起案文書の所定の欄に押印又は署

名をすることにより承認することとさ

れている。 

緑区及び天白区保険年金課において

調査したところ、以下の事例が多数見

受けられた。 

ア 国民健康保険料過誤納金還付

（充当）決裁書において、起案

者、承認者、決裁者いずれの押印

もなく、対象者に還付通知書を送

付していたもの 

（天白区保険年金課） 

イ 国民健康保険給付費返還金の収

納事務において、決裁を受けるこ

となく督促状や催告書の発送を行

っていたもの 

（緑区、天白区保険年金課）

国民健康保険料過誤納金の還付通知

書を発送する際などには、適切な決裁

を受けるよう注意されたい。 

 

 

ア・イ 

国民健康保険料過誤納金還付（充

当）決裁書、国民健康保険給付費返

還金の督促状や催告書の発送におい

て、適切な決裁を受けるように改め

ました。  （天白区保険年金課）

 

イ 決裁手続きを遵守するよう係会で

職員への周知徹底を行い、現在は改

善しております。 

（緑区保険年金課）
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3(1) 

前段 

 

中央看護専門学校の授業料等の免除事

務について注意及び検討すべきもの 

 中央看護専門学校では、名古屋市立

中央看護専門学校条例及び名古屋市立

中央看護専門学校規則（以下「条例

等」という。）に基づき、授業料を前

期、後期の 2 学期に分けて徴収してお

り、授業料については、世帯の収入等

に応じて、申請により授業料の全額若

しくは一部を免除できる制度が設けら

れている。 

「市立中央看護専門学校における授

業料免除取扱要綱」（以下「取扱要

綱」という。）によると、免除の申請

は各学期の授業料の納期限 15 日前ま

でに市長に申請をしなければならない

 

授業料の免除については、平成 25

年度後期分について、生徒に対する周

知期間を十分にもたせ、取扱要綱で定

めた期限内に申請を受付いたしまし

た。     （中央看護専門学校）
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

とされている。 

中央看護専門学校における授業料の

免除事務について調査したところ、平

成 24 年度後期授業料の免除の申請

が、取扱要綱で定めた申請期限を越え

て行われている事例が多数見受けられ

た。 

授業料の免除に当たっては、申請期

限内に申請が行われるよう生徒へ十分 

に周知し、免除の申請が取扱要綱に従

い適切に行われるよう注意されたい。 

（中央看護専門学校） 

 

 

3(2) 

ア 

 

資金前渡による支出事務を適正に行う

よう注意すべきもの 

本市の会計規則等によれば、前渡金

受領者は、前渡金の交付を受けたとき

は、前渡金出納簿に登載するととも

に、支払った都度、前渡金出納簿へ登

載し、差引保管高とともにその経費を

明らかにしておかなければならないと

定められている。また、前渡金出納簿

は予算科目別に口座を設け、別に総括

を附することとされている。 

さらに、これら前渡金出納簿につい

ては、毎月 1 回以上、総括は予算主管

課の長が確認を行い、予算科目別の口

座については前渡金受領者が確認を行

わなければならないこととされてい

る。 

各保健所においては、多額の前渡金

を取り扱っており、出納が頻繁にある

ため、その管理については手間と時間

がかかるが、それゆえ紛失等のリスク

は高いものとなっている。 

今回の監査において、各保健所で以

下のような事例が見受けられたため、

会計規則等に従って、資金前渡による

支出事務を適正に行うよう注意された

い。 

(ｱ) 出納の都度、前渡金出納簿への

登載がされていないもの 

（東、中、瑞穂、南保健所） 

(ｲ) 一部の予算科目別の前渡金出納

 

(ｱ) 出納簿への登載をまとめてするこ

となく、出納の都度登載することと

しました。      (東保健所）

 

会計規則に基づき、出納の都度前

渡金出納簿に登載するよう改善を図

りました。      (中保健所）

 

出納の都度、前渡金出納簿に記載

するよう改めました。 

（瑞穂保健所）

 

出納の都度、前渡金出納簿に記載

することとしました。（南保健所）

 

(ｲ) 予算科目別の前渡金出納簿が作成

されていないものについて作成し、

今後の発生分についても適正に作成

するよう改めました。（緑保健所）

 

(ｳ) 予算科目別前渡金出納簿について

前渡金受領者である次長が確認する

よう改めました。   (東保健所）

 

予算科目別前渡金出納簿について

前渡金受領者が確認を行うよう改め

ました。      （南保健所）

 

(ｴ) 毎月複数人で前渡金出納簿と保管

されている現金と通帳の残高を確認

して、適正に査閲を受けるよう改め

 

措置済
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簿が作成されていないもの 

（緑保健所）

(ｳ) 予算科目別前渡金出納簿につい

て前渡金受領者の確認がされてい

ないもの   （東、南保健所）

(ｴ) 査閲が適正にできていなかった

ことにより、過去にさかのぼって

前渡金出納簿が修正されているも

の     （南、天白保健所） 

 

ました。      （南保健所）

 

毎月月末に前渡金出納簿と保管さ

れている現金と通帳の残高を確認し

て、前渡金受領者である次長の照合

をうけ、適切に査閲を受けるよう改

めました。    （天白保健所）

 

 

3(2) 

イ 

 

学区保健委員会活動助成金の交付決定

について、決定通知書を申請者あてに

適切に送付するよう注意すべきもの 

保健所では学区保健委員会の活動を

助成するため、本市の保健委員規則、

保健委員事務取扱要領並びに学区保健

委員会活動助成金交付要領に基づいて

学区保健委員会活動助成金（以下「助

成金」という。）を交付している。 

瑞穂保健所において助成金交付事務

について調査したところ、平成 24 年

度の助成金について交付決定をしてい

るものの、決定通知書が全ての学区保

健委員会あてに特段の理由なく送付さ

れておらず、市長印が押印された状態

で保存されていた。 

決定通知書は、助成金を交付決定し

たことを、交付決定の際に付された条

件を記して申請者に通知するためのも

のであり、申請者に確実に届ける必要

がある。 

瑞穂保健所においては、助成金の交

付決定の際には、決定通知書を申請者

あてに適切に送付するよう注意された

い。        （瑞穂保健所）

 

 

助成金の交付決定の際に速やかに決

定通知書を申請者に送付するよう改め

ました。      （瑞穂保健所）
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3(3) 

ア 

 

契約を締結する際により競争性の高い

方法となるよう注意すべきもの 

厚生院、衛生研究所において契約事

務について調査したところ、以下のよ

うに個別に同一業者と随意契約を行っ

ている事例について、一括して契約す

ることでより競争性の高い契約方法が

 

(ｲ) 平成 25 年度分の同種の契約（指 

摘されている契約は隔年で実施して

おり次回は 26 年度ですが、25 年度

においても同種の機器で同様な契約

を行っています）におきまして、委

託と修繕を一括して競争入札（25 年

10 月 30 日財政局工事契約課による
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可能と思われる事例が見受けられた。

契約を締結する際は、経済性、効率

性の観点から、より競争性の高い方法

で契約するよう注意されたい。 

(ｱ) 同一の業務について、時期をず

らして個別に同一業者と随意契約

を行っていたもの  （厚生院）

件名 契約金額 契約 

年月日 

特 養 居

室・付属

病院病室

等のカー

テンのク

リーニン

グ業務 

998,419 円 平成 24 年

6 月 26 日 

特 養 居

室・付属

病院病室

等のカー

テンのク

リーニン

グ業務 

999,459 円 平成 25 年

2 月 1日 

計 1,997,878 円  

 

 (ｲ) 同種の業務について、同時期に

個別に同一業者と随意契約を行っ

ていたもの   （衛生研究所）

件名 契約金額 契約 

年月日 

動物飼育

室安全キ

ャビネッ

トの修繕 

289,800 円 平成 24 年

11 月 6 日 

地下ウイ

ルス検査

室安全キ

ャビネッ

トの修繕 

546,000 円 平成 24 年

11 月 6 日 

5 階第 2

無菌室安

全キャビ

ネットの

修繕 

382,200 円 平成 24 年

11 月 6 日 

一般競争入札）に付し契約を行いま

した。26 年度分も同様に行う予定で

す。       （衛生研究所）
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安全キャ

ビネット

点検検査

委託 

992,250 円 平成 24 年

11 月 6 日 

計 2,210,250 円  

 

 

3(3) 

イ 

 

物品を調達する際により競争性の高い

方法で調達を行うよう注意すべきもの 

八事霊園・斎場管理事務所及び衛生

研究所において物品調達事務について

調査したところ、年間を通じて一定の

需要が見込める薬品等について、同一

の業者から、その都度随意契約によ

り、調達を行っている以下の事例が見

受けられた。 

 

（事例） 

所管 件名 年間 

購入額(24

年度) 

購入

頻度

八事霊

園・斎

場管理

事務所 

火葬業

務用 

顆粒消

石灰 

1,008,000

円 

（252,000 円

×4 回） 

およ

そ 

3 月

ごと

衛生研

究所 

放射線

検査用

消耗品

（液体

窒素）

1,211,280

円 

（94,080 円

×5 回） 

（105,840 円

×7 回） 

毎月

 

年間を通じて一定の需要が見込める

薬品等については、一括して調達する

ことにより、スケールメリットを働か

せることが可能である。 

調達を行う際は、経済性、効率性の

観点から、より競争性の高い方法で調

達を行うよう注意されたい。 

（八事霊園・斎場管理事務所、

衛生研究所）

 

 

平成 25 年 10 月～平成 26 年 3 月分

の液体窒素の購入について、一括調達

とし見積合せを行い、25 年 10 月 1 日

に契約を締結しました。 

購入物品の価格の流動性を考慮し

て、26 年度以後も 6 ヶ月ごとの一括調

達を行う予定です。 （衛生研究所）
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3(3) 

ウ 

 

随意契約において、2 者以上から見積

書を徴取する際に、個別に見積書を徴

取するよう注意すべきもの 

八事霊園・斎場管理事務所にて契約

事務について調査したところ、2 者以

上から見積書を徴取すべきとされてい

る契約において、契約業者であるＡ社

の他にＢ社及びＣ社の見積書を徴取し

ていたが、Ｂ社及びＣ社の見積書は、

あて名欄がＡ社あてとなっていた。 

職員へ聞取りしたところ、Ｂ社、Ｃ

社の見積書はいずれも契約相手である

Ａ社から提出されたものであり、当該

契約においては、各社から直接、見積

書を徴取せずに、契約の相手方を通じ

て複数の見積書を徴取していたという

事実が判明した。 

複数の者から見積書を徴取すること

は、適正な価格比較のために行われる

ものである。しかしながら、本件のよ

うに、契約の相手方を通じ他業者の見

積書を徴取している場合は、適正な価

格比較が行われているとは到底認めら

れるものではない。 

随意契約において、2 者以上から見

積書を徴取する際は、個別に見積書を

徴取するよう注意されたい。 

（八事霊園・斎場管理事務所）

 

 

2 者以上から見積書を徴取する場合

は、適正な価格比較が行えるよう、各

業者から直接徴取するように周知徹底

を行いました。 

（八事霊園・斎場管理事務所）
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3(3) 

エ 

 

随意契約において、2 者以上から見積

書を徴取するよう注意すべきもの 

 厚生院において契約事務について調

査したところ、2 者以上から見積書を

徴取しなければならないにもかかわら

ず、1 者からしか見積書を徴取せずに

随意契約を行っている事例が見受けら

れた。 

厚生院においては、平成 18 年度及

び平成 21 年度の監査においても同様

の指摘を行っているところであるが、

いまだ適切な対応がなされておらず、

契約事務に対する意識が乏しいといわ

ざるをえない。本市の契約規則に基づ

 

今後は本市契約規則等関係法規に則

して適正に事務処理を行うよう関係職

員に周知徹底しました。 （厚生院）
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き、適切な契約事務を徹底し、2 者以

上から見積書を徴取するよう注意され

たい。         （厚生院）

 

 

3(3) 

オ 

 

産業廃棄物処理に係る委託契約につい

て、法令等の定めに従い、適正に契約

書を作成するよう注意すべきもの 

本市の契約規則では、契約金額が少

額のときは、契約書の作成を省略する

ことができるとしているが、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第 137 号）及び同法施行令（昭

和 46 年政令第 300 号）では、産業廃

棄物の収集運搬及び処分を業者に委託

する場合には、契約を書面で行うこと

等が定められている。 

この事務について、調査を行ったと

ころ、以下のような事例が見受けられ

た。 

(ｱ) 法令で定められた契約書が作成

されていないもの 

（生活衛生センター、

食品衛生検査所）

(ｲ) 契約事務受任者でない者の記名

押印にて契約書の作成を行ってい

るもの  （中央看護専門学校）

産業廃棄物処理を委託する際には、

法令等の定めに従い、適正に契約書を

作成するよう注意されたい。 

 

 

(ｱ) 食品衛生検査所の産業廃棄物処理

に係る委託契約については、平成 25

年度から法令で定められた契約書を

作成するよう改めました。（平成 25

年 6月 21 日契約）  

（食品衛生検査所）

 

(ｲ) 校長名で契約を締結していました

が、契約受任者である健康福祉局長

名で契約書を作成することとしまし

た。    （中央看護専門学校）
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3(3) 

カ 

 

契約書を作成する場合に市長またはそ

の委任を受けたものが記名押印するな

ど、法令等の定めに従い適正に契約事

務を行うよう注意すべきもの 

中央看護専門学校では、毎年、病院

などの外部施設で実習指導を行うた

め、外部施設と実習指導業務に関する

契約を締結している。契約の際には、

外部施設とそれぞれ契約書を交わして

おり、謝礼の単価や実習日時などを定

めている。 

これらの契約事務について確認した

ところ、契約書に、契約事務受任者で

 

校長名で契約を締結していました

が、契約受任者である健康福祉局長名

で契約書を作成することとしました。

（中央看護専門学校）
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ある健康福祉局長名ではなく、中央看

護専門学校長名で記名押印がされてい

た。 

中央看護専門学校においては、契約

書を作成する場合に市長またはその委

任を受けたものが記名押印するなど、

法令等の定めに従い適正に契約事務を

行うよう注意されたい。 

（中央看護専門学校） 

 

 

3(4) 

ア 

 

拾得物について適切な手続きを速やか

に行うよう注意すべきもの 

遺失物法（平成 18 年法律第 73 号）

では、拾得物について、速やかに遺失

者に返還するか、警察署長に提出しな

ければならないとされている。 

厚生院の金庫等の管理状況を確認し

たところ、事務室の金庫内に、財布が

2 個保管されており、それぞれの財布

には現金が入っていた。 

厚生院によると、当該財布は院内で

の落し物として届け出られたものであ

るとのことであった。また、厚生院に

おいては、院内で拾得物が届けられた

場合、入所者等に一定期間周知をした

後、遺失者が名乗り出ない場合は金庫

内で当該物件に拾得時期と発見場所を

書いた付せんを貼って保管していると

のことであったが、本件財布について

は、付せんが貼られていなかったた

め、正確な拾得時期等については不明

とのことであった。 

厚生院にあっては、当該財布につい

て、拾得物として警察署長に提出する

など、適切な手続きを行うよう注意さ

れたい。        （厚生院）

なお、本件については調査の後、警

察署長への提出がなされ、必要な措置

が講じられた。 

 

 

（監査期間中に措置済） 

 

措置済

 

3(4) 

イ 

 

金券類を適正に管理するよう注意すべ

きもの 

本市の会計規則等によれば、切手等

 

(ｱ) 平成 25 年 7 月から返信用封筒を

同封して発送する日に金券類出納簿

に払出を登載するよう改めました。

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

の金券類の受入れをした場合には金券

類等出納簿に登載し、受払いを管理す

ることとなっている。 

切手、乗車券などの金券類の管理に

ついて調査したところ、次のような事

例が見受けられたので、会計規則等に

従い適正な事務を行うよう注意された

い。 

(ｱ) 事実発生の都度、出納簿への登

載を行っていないもの 

（中川区、緑区民生子ども課、

中川区富田支所区民福祉課）

(ｲ) 出納簿と実際の保管枚数の照合

が適正でないもの 

（中央看護専門学校、生活衛生センタ

ー、東区、西区、中区、緑区民生子ど

も課、東区保険年金課、中川区富田支

所区民福祉課、緑保健所）

(ｳ) 出納簿へ登載しなければならな

い金券類を出納簿に登載していな

いもの 

（八事霊園・斎場管理事務所）

 

（中川区民生子ども課）

 

払い出しを受ける職員が直接、払

い出しの都度金券類出納簿に記入す

るよう改めました。 

（緑区民生子ども課）

 

今回の指摘を受け、金券類出納簿

の記載は、使用の都度行うことと

し、出納簿の残数と保管数が常に合

致するよう、改めました。 

（中川区富田支所区民福祉課）

 

(ｲ) 出納簿への記載誤りが判明したの

で、是正するとともに、記載方法の

注意喚起を行いました。 

       （中央看護専門学校）

 

平成 25 年 4 月において現在高数

量の記録が漏れていたほか、出納簿

と実際の保管枚数の照合が適正でな

かった件については、指摘後ただち

に修正を行いました。また金券類等

出納簿の記録にあたっては、事実の

発生の都度、帳簿の記載内容と保管

状況を、複数の職員で常に照合する

よう職員に周知徹底を行い、職場内

研修（平成 25 年 10 月 16 日実施）

を行うなどしました。 

（生活衛生センター）

 

今回ご指摘の記載漏れについて、

直ちに是正いたしました。今後は出

納簿の記載について複数の目で確認

し、出納簿と保管枚数の点検を厳密

に行うよう努めます。 

（東区民生子ども課）

 

今回のご指摘の件につきまして

は、直ちに処理を完了しました。今

後は、出納簿の記載について、漏れ

のないよう複数の目で確認し、不備

があった場合は速やかに対応するよ

う徹底することとします。 

（西区民生子ども課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77



番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

 

今回のご指摘の件につきまして

は、直ちに処理を完了しました。今

後は、毎日出納簿と保管枚数を確認

し出納簿を正確に記載するととも

に、照合を適正に行うよう徹底いた

します。  （中区民生子ども課）

 

帳簿の記載漏れ・記載誤りを訂正

し、帳簿高と現在高を一致させまし

た。なお、平成 25 年 8 月 1 日より

料金後納郵便制度を利用しておりま

す。    （緑区民生子ども課）

 

出納簿への登載漏れ、記載誤りに

よる出納簿上の枚数と実際の保管枚

数が異ならないよう、係会で職員へ

の周知徹底を行いました。 

（東区保険年金課）

 

記載漏れについて是正しました。

今後は出納簿と保管枚数の点検を厳

密に行うよう努めていきたいと考え

ます。 

（中川区富田支所区民福祉課）

 

切手等について、適正に照合し、

出納簿に現在高を記載しました。現

在は、毎日適正に照合し出納簿に現

在高を記載していくよう改めまし

た。        （緑保健所）

 

(ｳ) 出納簿へ登載していなかった金券

類につきましては、登載を行いまし

た。今後も出納簿で整理すべき金券

類は出納簿への登載を確実に行い、

適正に管理いたします。 

（八事霊園・斎場管理事務所）

 

 

3(4) 

ウ 

 

薬品を適正に管理するよう注意すべき

もの 

薬品の管理について、本市の会計規

則では薬品及び油類その他の危険物は

消耗品出納簿に登載しなければならな

 

(ｱ) 現在高数量を確認し消耗品出納簿

を作成しました。 （天白保健所）

 

(ｲ) 毒劇物の出納管理について、直ち

に薬品庫で管理している払出簿を確

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

いと定められている。 

 毒物及び劇物の管理事務について調

査したところ、以下のような事例が見

受けられた。 

毒物及び劇物については、不適正な

管理によって、盗難や事故への対応が

遅れるといった危険性もあるため、適

正な管理を徹底するよう注意された

い。 

(ｱ) 消耗品出納簿が作成されていな

いもの     （天白保健所） 

(ｲ) 消耗品出納簿が一定時期より更

新されておらず、現在の使用状況

が整理されていないもの 

（西、南、緑保健所） 

 

認し出納簿の記載を改めました。  

 （西保健所）

 

毒物及び劇物については、消耗品

出納簿を現在の状況に更新し、適正

な管理を徹底するように改めまし

た。        （南保健所）

 

消耗品出納簿を現在の状況に更新

しました。今後は使用の都度記載す

るよう改めます。また、「緑保健所

毒物及び劇物管理規定」を作成し、

適正に管理できるようにしました。

（緑保健所）

 

 

 

 

 

 

3(4) 

エ 

 

鑑札を適正に管理するよう注意すべき

もの 

犬の鑑札の管理について、狂犬病予

防法（昭和 25 年法律第 247 号）で

は、犬の所有者は、犬の所在地を所管

する市町村長に犬の登録を申請しなけ

ればならないこと、また、市町村長

は、登録の申請があったときは、犬の

所有者に鑑札を交付しなければならな

いことと定められている。 

本市では、食品衛生課が各保健所等

に、犬の登録管理システム（以下「シ

ステム」という。）に犬の鑑札の受払

いを入力し、鑑札の残枚数を管理する

よう指導している。 

各保健所等でシステムにおける鑑札

の管理状況について調査したところ、

受入れが入力されておらず、システム

上残枚数がマイナスと表記されている

保健所が 4 箇所あった。そのうち東、

西、中保健所では残枚数を把握してい

なかった。 

保健所においては、鑑札を受け入れ

た際にはシステムにその都度受払い枚

数を入力し、定期的に残枚数と帳簿が

合っているか確認し、適正に鑑札を管

理するよう注意されたい。 

（東、西、中、瑞穂保健所） 

 

犬登録管理システムの鑑札受払簿に

受入を入力するとともに在庫数を管理

する帳簿を整備し、システムの残数と

帳簿が正しいことを定期的に確認する

よう改めました。   （東保健所）

 

犬の登録管理システムについて、直

ちに処理を行い残数と帳簿が正しいか

確認するよう改めました。 

（西保健所）

 

受入入力を行い、適正な残数管理を

行うよう改めました。 （中保健所）

 

犬登録管理システムの鑑札受払簿に

受入を入力するとともに、システムの

残数と帳簿が正しいことを定期的に確

認するよう改めました。 

（瑞穂保健所）

 

鑑札の受入枚数のシステムへの入力

については、直ちに改善を指導し入力

を行いました。また、食品獣疫担当主

査・係長会議（平成 25 年 9 月 19 日）

にて、周知徹底しました。 

（食品衛生課）

 

 

 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

また、食品衛生課においては、鑑札

の適正な管理について指導を徹底する

よう注意されたい。 （食品衛生課）
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公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の 

位置及び構造の認定に係る公告 

 

 建築基準法（昭和25 年法律第 201  号）第86 条の 2 第 1 項の規定に基づき、次 

の認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造を 

認定しましたので、同条第 6 項の規定により、次のとおり公告するとともに、 

その関係図書を一般の縦覧に供します。 

 

  平成26年 1 月28日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1  認定対象区域 

名古屋市名東区梅森坂四丁目1 0 1番、1 0 2番及び2 0 1番 

 

2  縦覧場所 

 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

 名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 

 （名古屋市役所西庁舎 2 階） 

 

3  縦覧日時 

 名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36 号）第 2 条第 1   

項に規定する本市の休日以外の日の午前 8 時45 分から午後 5 時15 分まで。た

だし、正午から午後 1 時までを除きます。 

 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出の公告 

 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 5条第 1項の規定により大

規模小売店舗の新設の届出がなされましたので、同条第 3項の規定により次の

とおり公告します。 

 

  平成26年 1月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名古屋ゼロゲート 

  名古屋市中区栄三丁目2805番 1 ほか17筆 

 

 2 大規模小売店舗を設置する者及びこの大規模小売店舗において小売業を行

う者の氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

(1) 設置者 

名  称 代表者の氏名 住       所 

㈱パルコ 代表執行役 

牧山 浩三 

東京都豊島区南池袋一丁目28番 2号 

(2) 小売業者 

氏名又は 
名  称 

代表者の氏名 住       所 

未定 未定 未定 

 

 3 大規模小売店舗の新設をする日 

平成26年 9月16日 

                     

 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

   5,550平方メートル 

82



 5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数 

      87台 

(2) 駐輪場の収容台数 

      71台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

      37平方メートル 

 (4) 廃棄物等の保管施設の容量 

       43.52立方メートル 

 

 6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

未定 午前10時00分 午後 9時00分      

 (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

      午前 0時00分から午後12時00分まで 

 (3) 駐車場の自動車の出入口の数 

       1箇所 

 (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

      午前 6時00分から午後10時00分まで 

 

 7 届出の日 

平成26年 1月15日 

 

 8 届出書等の縦覧場所 

名古屋市市民経済局産業部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

中区役所情報コーナー及び東区役所情報コーナー 

 

 9 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    平成26年 1月29日から平成26年 5月29日まで。ただし、名古屋市の休日を

83



定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

10 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

11 意見書の提出期限及び提出先 

  平成26年 5月29日  名古屋市市民経済局産業部地域商業課 

 

名古屋市市民経済局産業部地域商業課 

84



  

   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

 

  平成26年 1月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  エディオンみなとＳＣ 

  名古屋市港区築盛町 132番 外29筆 

 

 2 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 
変更前 変更後 

名  称 代表者の
氏  名 住  所 名  称 代表者の 

氏  名 住  所 
㈱エディオ
ン 

代表取締役
久保 允誉

東京都千代
田区外神田
一丁目 9番
14号 

変更なし 変更なし 広島市中区
紙屋町二丁
目 1番18号

(2) 大規模小売店舗の名称 

変更前 変更後 

エイデンみなとＳＣ エディオンみなとＳＣ 

(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の

氏名 

№ 
変更前 変更後 変更

年月
日 名  称

代表者の
氏   名

住  所 名  称
代表者の 
氏  名 

住  所

1 

中日興行㈱代表取締役
加藤 正和

名古屋市中
区丸の内一
丁目 6番31
号 

― ― ― 平成
24年
8月

31日
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2 

― ― ― ㈱西松屋チ
ェーン 

代表取締役
大村 禎史 

兵庫県姫路
市飾東町庄
266番地の
1 

平成
24年
12月
13日

3 

― ― ― ㈱メガネト
ップ 

代表取締役
冨澤 昌宏 

静岡市葵区
伝馬町 8番
地の 6 

平成
24年
12月
13日

4 

― ― ― ㈲やまはる代表取締役
渡辺 将志 

岐阜県多治
見市本町 1
丁目55番地

平成
24年
12月
13日

 

3 変更の日 

(1) 設置者については、平成23年 6月29日 

(2) 大規模小売店舗の名称については、平成24年10月 1日 

(3) 小売業者については、2(3)で既述 

 

 4 変更した理由 

(1) 設置者については、住所変更のため 

(2) 大規模小売店舗の名称については、店舗名称変更のため 

(3) № 1の小売業者については、退店のため 

(4) № 2から№ 4の小売業者については、入店のため 

 

 5 届出の日 

  平成26年 1月 8日 

 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市市民経済局産業部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    平成26年 1月29日から平成26年 5月29日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 
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午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  平成26年 5月29日  名古屋市市民経済局産業部地域商業課 

 

                  名古屋市市民経済局産業部地域商業課 
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   市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告 

 

 納屋橋東地区市街地再開発組合の設立の認可を申請しようとする者から、都

市再開発法（昭和44年法律第38号）第15条第 1 項の規定により市街地再開発事

業の施行地区となるべき区域の公告の申請がありましたので、同条第 2 項にお

いて準用する同法第 7 条の 3 第 2 項の規定により次のとおり公告し、当該区域

を表示する図面を 2 週間公衆の縦覧に供します。 

 なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者

は、同法第15条第 2 項において準用する同法第 7 条の 3 第 3 項の規定により、

この公告のあった日から起算して30日以内に名古屋市長に対し、その借地の所

有者（借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その

設定者及びその借地の所有者）と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、

書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。 

 

  平成26年 1 月30日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1  施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称 

  名古屋市中区栄一丁目 201  番、 202  番、 203  番 1 、 203  番 2 、 203  番 3 、 

204  番、 207  番 1 、 207  番 2 、 207  番 5 、 207  番 6 、 208  番、 209  番、 

210  番 1 、 210  番 2 及び 211  番 

 

2  縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

  名古屋市住宅都市局まちづくり企画部都心まちづくり課 

  （名古屋市役所西庁舎 3 階） 

 

3  縦覧期間 

  平成26年 1 月30日から平成26年 2 月12日まで 
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ただし、名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第

2 条第 1 項に規定する本市の休日を除く。 

 

4  縦覧の時間 

  午前 8 時45分から午後 5 時15分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局まちづくり企画部都心まちづくり課 
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特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請公告 

 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7号）第25条第 4項の規定により、

特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったので、次のとおり公告

する。 

 なお、関係書類は、申請のあった日から 2月を経過する日まで名古屋市市民

経済局地域振興部市民活動推進センター（名古屋市中区栄三丁目18番 1号）に

おいて縦覧に供する。 

 

  平成26年 1月31日 

 

  名古屋市長  河  村  た か し  

 

申請年月

日 

特定非営利活動

法人の名称 

代表者の氏名 主たる事務

所の所在地

定款に記載された目

的 

平成25年 

12月20日 

特定非営利活動

法人愛知県断酒

連合会 

小栗 政義 名古屋市南

区城下町 1

丁目12番地

この法人は、愛知県

内のアルコール問題

に取り組む団体等の

活動を支援する事業

及び、アルコール依

存症に苦しむ人々と

家族、子どもなど、

酒害からの回復と癒

しを求める者を支援

し、断酒によって明

るい人生の建設を目

指す事業を行うと共

に、酒害に関する啓

発活動を行い、酒害
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    の及ぼす社会悪の防

止やアルコール依存

症の世代間連鎖を断

ち切る努力をし、健

全な家庭生活を営み、

幅広く社会福祉に貢

献する事を目的とす

る。 

平成25年 

12月24日 

特定非営利活動

法人アスペ・エ

ルデの会 

 井 正次 名古屋市西

区上小田井

二丁目 187

番地 

この法人は、発達障

害児・者とその家族、

関係者及び地域社会

に対して、適切な療

育、正しい知識の啓

蒙、幸せな社会生活

の場の提供に関する

事業を行い、もって

発達障害児・者のよ

りよい成長、幸福な

人生の創造に貢献す

るとともに社会全体

の利益の増進に寄与

することを目的とす

る。 

平成25年 

12月26日 

特定非営利活動

法人遊ぼ 

村瀬 元子 名古屋市守

山区町南27

番24号 

この法人は、障害者

及びその家族に対し

て、地域で自立した

生活を営んでいくた

めに必要な事業を行

い、福祉の増進を図
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    り、社会全体の利益

の増進に寄与するこ

とを目的とする。 

平成25年 

12月26日 

特定非営利活動

法人なでしこの

会 

大脇 正徳 名古屋市熱

田区三本松

町15番13号

この法人は、ひきこ

もりを一人でも多く

自立させ、社会の一

員としての責務を果

たし、かつ、この世

に生をうけ、生きる

喜びを享受できるた

めの、心のケアーと

福祉システムの確立

と充実を目指し、そ

の緊急性を広く社会

全般に訴える。根強

い偏見や世間体問題

などの社会的意識改

革に、行政も国をあ

げて取り組むべきこ

とを訴え、真に開か

れた21世紀共生社会、

すなわち、あらゆる

弱者を含め、みんな

が平等に生きる幸せ

を享受できる社会の

実現に寄与すること

を目的とする。 

平成26年 

1月 7日 

変

更

特定非営利

活動法人日

角田 稔 名古屋市西

区名駅二丁

この法人は、中国の

青少年に対して、学
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 前 中佛教交流

文化協会 

 目34番17号 校、孤児院の建設及

び奨学金制度に関す

る事業を行い、また、

日本の一般市民に対

してセミナー、講演

活動、及び中国の市

民との国際的な文化

交流を推進、支援す

ることにより、中国

および日本において

学術、文化、芸術等

の振興、地域環境、

教育環境の改善を図

り、国際交流、国際

協力、社会教育の推

進に寄与することを

目的とする。 

変

更

後

特定非営利

活動法人ア

ジア国際文

化交流協会

 

名古屋市市民経済局地域振興部市民活動推進センター 
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   名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定公告 

 

 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成12年名古屋市上下水

道局管理規程第54号）第 5条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指

定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第17条第 1号の規定により公告

する。 

 

  平成26年 1月31日 

 

            名古屋市上下水道局長  小  林  寛  司 

 

指定した指定給水装置工事事業者 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1292号 村木鑿泉

探鑛㈱ 

村木 秀之 名古屋市熱田区西野

町 1丁目 2番地 

平成25年12月18日

第 653号 メイセイ

住宅設備

鷲見 一行 名古屋市中川区かの

里一丁目 908番地の 

 1 

平成25年12月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部給排水設備課 
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   名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止公告 

 

 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成12年名古屋市上下水

道局管理規程第54号）第 9条第 3項の規定により、名古屋市上下水道局指定給

水装置工事事業者から次のように事業の廃止の届出があったので、同規程第17

条第 2号の規定により公告する。 

 

  平成26年 1月31日 

 

            名古屋市上下水道局長  小  林  寛  司 

 

事業を廃止した指定給水装置工事事業者 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 廃止年月日 

第 653号 ㈲メイセ

イ住宅設

備 

鷲見 一行 名古屋市中川区かの

里一丁目 908番地の

 1 

平成25年12月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部給排水設備課 
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   名古屋市上下水道局指定排水設備工事店の指定公告 

 

 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第61号）第 3条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指定排

水設備工事店を指定したので、同規程第22条第 1項第 1号の規定により公告す

る。 

 

平成26年 1月31日 

 

            名古屋市上下水道局長  小  林  寛  司 

 

指定した指定排水設備工事店 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1292号 村木鑿泉

探鑛㈱ 

村木 秀之 名古屋市熱田区西野

町 1丁目 2番地 

平成25年12月18日

第 653号 メイセイ

住宅設備

鷲見 一行 名古屋市中川区かの

里一丁目 908番地の 

 1 

平成25年12月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部給排水設備課 
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   名古屋市上下水道局指定排水設備工事店の廃止公告 

 

 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第61号）第 7条第 3項の規定により、名古屋市指定排水設備工事店か

ら次のように事業の廃止の届出があったので、同規程第22条第 1項第 3号の規

定により公告する。 

 

  平成26年 1月31日 

 

            名古屋市上下水道局長  小  林  寛  司 

 

事業を廃止した指定排水設備工事店 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 廃止年月日 

第 653号 ㈲メイセ

イ住宅設

備 

鷲見 一行 名古屋市中川区かの

里一丁目 908番地の

 1 

平成25年12月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部給排水設備課 

97



職員の懲戒処分 

 

地方公務員法（昭和25年法律第 261号）の規定により、次の者を平成26年 1 

月29日懲戒処分に付した。 

 

    平成26年 1月29日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

所属及び補職名 処分の内容 処  分  理  由 

子ども青少年局主事 戒告 
地方公務員法第29条第 1項第 1号、第 

2号及び第 3号 
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